
【機密性2】

事務総局会議（第1回）議事録

日時 令和7年1月14日 （火）午後2時00分～午後2時33分

場所等 総局会議室

出席者 氏本事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、平城刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長兼広報

課長、坂口審議官、清藤デジタル審議官、馬場事務総局参事官

議事 1 令和6年度外国出張計画について

福島秘書課長説明（資料第1）

2令和7年度外国出張計画について

福島秘書課長説明（資料第2）

3民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則について

福田民事局長兼行政局長、徳岡人事局長、平城刑事局長及び馬渡家

庭局長説明（資料第3）

結果
◎裁判官会議付議3

◎了承 1，2

秘書課長 福 島 直 之



事務総局会議資料第1

（1月14日開催）

【機密性2】

【配布資料】

令和6年度外国出張計画

合計1人

裁判官1人

裁判官短期在外研究

ルクセンブルク (約1か月）



事務総局会議資料第2
（1月14日開催）

【機密性2】

【配布資料】

令和7年度外国出張計画

国際会議

世界知的所有権機関(WIPO)マスタ

合計1人

クラス（韓国、約6日間） 【行政局】■■■■■■

裁判官1人



事務総局会議資料第3

（1月14日開催）

機密性 2

配
布
資
料
一

第
一
条
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
●
月
●
日

最
高
裁
判
所
規
則
第
号

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

事
者
等
の
旅
費
等
の
能

最

高

事
者
等
の
旅
費
等
の
龍

裁

判

所

一

改
正
後

改
正
前



第
二
条
［
略
］

［
２
略
］

３
法
第
二
条
第
四
号
ハ
の
宿
泊
料
の
額
は
、
一
夜
当
たI’

弔
封
当
甲
出
国
開
第
苓
牛
十
零
昔
号
○
儘
弟
八
柔
不
に
お
い
て
「
給
与

り
、

I
崩
劃
倒
飼
闘
訓
刻
弾
嘩
律
施
壽
哩
令
（
釧
令
和
六
年
政
令
第
三
百

利
剖
蜀
釧
ｌ
目
測
争
謝
旧
封
伺
刑
刊
て
Ｉ
司
鯛
小
雪
矧
凋
田
地
行
令
」
と
い
う
・

一
般
曄
哩
の
職
昌
景
ｖ
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

条
第
一
頃
第
一
［

第
二
条
［
同
上
］

［
２
同
上
］

３
法
第
二
条
第
四
号
ハ
の
宿
泊
料
の
額
は
、
一
夜
当
た

引
剴
引
地
褥
美
Ｆ
あ
ス
畠
蛎
へ
副
に
お
い
て
は
七
千
五
百
円

縄
ｌ
「
昭
矧
国
引
制
五
畠
山
闇
律
第
古
工
Ｌ
四
号
〕
別
表
第
一
に

り
、

ブ
（
》
。

国
刷
馴
句
田
酬
凹
万
詞
、
あ
ス
眉
砺
合
隠
に
お
い
て
は
八
千
五
百
円

一
一

と
す



め
る
額
は
、
夷
劃
劉
飼
と
す
る
。

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
尉
剴
劉
判
判
所
制
獣
制
呵

剖
司
型
調
と
す
る
。

（
証
人
等
の
路
程
賃
の
額
）

第
六
条
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
尉
割
副
魂
判
所
刑
劉
判
到

・
た
だ
し
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り

捨
て
る
。

２
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
前
項
に
定

め
る
額
の
鋼
詞
田
制
別
Ⅵ
閑
倒
園
劇
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

１

１

る
額
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
と
す
る

わ
ら
ず
、

法
第
二
十
一
塞
不
謹
奎
壼
倶
の
最
封
同
哉
判
到
珈
調
宅

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

第
七
条
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
印
割
引
叫
額
は
、
証
人

（
証
人
等
の
路
程
賃
の
額
）

第
六
条
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
淘
倒
国
司
叫
額
は
、
一

２
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
前
項
に
定

め
る
額
の
瑠
矧
国
司
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

綱
卿
圏
團
到
叫
額
は
、
劃
劉
司
調
刷
削
鞄
剛
剴
川
と
す
る
。

◎

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
以
内
と
す
る
。
た
だ

し
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る

一
一
一



第
八
条
法
第
二
十
三
条
第
二
項

る
額
は
、
証
人
、
民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項

（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
審
尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の

調
査
の
た
め
に
裁
判
所
か
ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の

呼
出
し
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
川
型
Ｊ
斗

百
円
、
鑑
定
人
、
通
訳
人
、
査
証
人
及
び
同
法
第
二
百

十
八
条
第
二
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
二
条
の
三
十
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
七

判
川
当
司
円
‐
と
す
る
。

（
証
人
等
の
宿
泊
料
の
額
）

に
銅

る
最
高
裁
判

、
民
事
訴
訟
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用

し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
審
尋
を
し
た
参
考
人
及
び
事
実
の
調
査
の
た
め
に

裁
判
所
か
ら
期
日
に
出
頭
す
べ
き
旨
の
呼
出
し
を
受
け

た
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
川
判
４
斗
目
呵
削
判
刷
、
鑑

定
人
、
通
訳
人
、
査
証
人
及
び
同
法
第
二
百
十
八
条
第

二
項
（
こ
れ
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法

律
第
百
八
号
）
第
四
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
説
明
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
廿
剰
川
州
司
叫
Ⅵ

以
内
と
す
る
。

（
証
人
等
の
宿
泊
料
の
額
）

第
八
条
法
第
二
十
三
条
第
二
項
例
掛
目
側
洲
釧
１
額
は
、
一

四



第
二
条
人
身
保
護
法
に
よ
る
国
選
代
理
人
の
旅
費
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
三
号
）
の

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
人
身
保
護
法
に
よ
る
国
選
代
理
人
の
旅
費
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

ぬ
う
○
年
砿

改
正
後 牛

文
の
陸

季
り
管

ロ
ロ

改
正
前

隣
員
等
の
旅
費
に
態

五
エ
ス
〕
牢
廃
塞
△
日

エ
ス
〕
胆
認
△
［

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



第
二
条
［
略
］
第
二
条
［
同
上
］

２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅
２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅

客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し
客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し

、
運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
る
旅
、
運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
に
よ
る
旅

行
の
場
合
に
は
上
級
の
運
賃
、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る
行
の
場
合
に
は
上
級
の
運
賃
、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る

船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
裁
判
所
が
相
当
と
認
め

る
等
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運
る
等
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運

行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
特
別
急
行
料
金
、
普
通
急
行
列
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
特
別
急
行
料
金
、
普
通
急
行
列

車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の

旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
普
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
普

通
急
行
料
金
又
は
準
急
行
料
金
）
並
び
に
特
別
車
両
料
通
急
行
料
金
又
は
準
急
行
料
金
）
並
び
に
特
別
車
両
料

一
ハ



賃
は
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

算
定
す
る
。
た
だ
し
、
路
程
賃
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

つ
き
三
十
七
円
（
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
こ
の
調
州
忍
淵
叫
剛
の
路
程
賃
で
旅
行
の
実
費
を
支

弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
費
額
）
刷
剖
鞄

金
及
び
特
別
船
室
料
金
並
び
に
座
席
指
定
料
金
（
座
席

指
定
料
金
を
徴
す
る
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路

の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る

航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座
席
指
定
料
金
に

限
る
。
）
に
よ
っ
て
、
路
程
賃
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

、
航
空

に
は
、
実
費
額
）
に
卜
室
っ
て
、
航
空
賃
は
現
に
支
払
っ

た
旅
客
運
賃
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
。
た
だ

し
、
路
程
賃
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

航
空
賃
は
現
に
支
払
つ

賃
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

事
情
に
よ
り
こ
の

金
及
び
特
別
船
室
料
金
並
び
に
座
席
指
定
料
金
（
座
席

指
定
料
金
を
徴
す
る
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路

の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る

航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座
席
指
定
料
金
に

限
る
。
）
に
よ
っ
て
、
路
程
賃
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
ヨ
Ｊ
川
口
円
制
副
訓
司
（
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

Ｉ空ロ

七

の
路
程



第
三
条

2へ

執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

執
行
官
の
手
数
料
及
び
費
用
に
関
す
る
規
則

午
文
の
犀

へ

昭
和
四
十

2

一

年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号

一
・

ー

の
一
部
を
次
の
よ
う

八

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



に
改
正
す
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

日
の
｛
個
洋

且
号
。
第
四
十
条
筆

粂
第
一
項
鐘

旦
羊
生
串
第
百
十
四
画

局
の
宿
惟

隣
員
等
の
旅
費
に
王

γ
称

九

栄
第
一
項
笙

改
正
後

改
正
前



（
評
価
人
の
日
当
等
）

第
四
十
条
［
略
］

２
前
条
第
一
号
の
宿
泊
料
は
、
評
価
を
行
う
た
め
宿
泊

を
要
し
た
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、 II

伺
今
”
（
制
利
型
斧
午
政
令
孟
詞
三
Ｉ
百
六
号
。
同
項
に
お
い
て

訓
○
コ
Ｉ
刺
州
ぴ
田
当
家
恥
怠
凋
昌
暴
寺
の
Ｊ
旅
費
に
関
す
る
法
律
施I
凹
副
削
孔
第
、
。
刈
宋
銅
空
一
項
峠
醒
ぬ
い
て
「
旅
費
法
」
と
いI

に
よ
り
算
定
し
た
宿
泊
費
の
縮

一
る
澗
溌
の
鯉 と

同
額
と
す
る
。

級
で
あ
る
者

（
評
価
人
の
日
当
等
）

第
四
十
条
［
同
上
］

２
前
条
第
一
号
の
宿
泊
料
は
、
評
価
を
行
う
た
め
宿
泊

を
要
し
た
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、

あ
る
者
に
支
給
さ
れ
る
宿
泊
料

同
洞
剛
習
洲
国
詞
謝
公
務
昌
愚
寺
の
旅
到
費
に
関
す
る
法
律
別
表

第
一
』
に
定
置
”
る
甲
地
方
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
八

七
壼
口
円
Ｍ
学
内
、
一
ム
地
方
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
七

と
同
額
と
す
る
。

一

○



第
四
条
専
門
委
員
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
専
門
委
員
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

条
専
門
委
員
に
支
給

旅
費
師
日
当
及
び
宿
哨

旅
費
、
日
当
及
ひ
宿
泊
一
第
七
条
専
匪
委
昌

4

＝

F

賀
、
日
当
及
び
宿
鮠

賛
、
日
当
及
ひ
宿
雅

一
一

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
労
働
審
判
員
規
則
の
一
部
改
正
）

旧
》
旧
麹
貝
の
△
垂
罪

副I @

ヨ11 り

一

一
一

叩
シ
巧

脈 土

費 年
の 弾

帥
／
℃

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



第
五
条
労
働
審
判
員
規
則
（
平
成
十
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

銭
道
、
船
舵
及
び
航
九

祁
費
師
日
当
及
び
宿
泊

負
串

唱
賃
、
般
賃
尼

］
貝
が
｝
訓
届

の
他
の
交
通
善

〃
坐
一
一
一
仁

弟
七
基

。

娼
玖
△
．
字
」
４
Ｊ

笥
、
日
当
艮
少
官
に

皿
年
怯
律
第
百
十
四
日

旦
賃
、
船
賃
及
び
車
賃
の
一
一
哀

員
等
の
旅
費
に
匪

一
り
旅
費
を
支
給

一
・
一
一
一

改
正
後

改
正
前



３
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
労
働
審
判
員
に

は
、
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
を
支
給
す
る
も
の
と
し

１
Ｊ
ｌ
刎
矧
倒
画
に
基
づ
い
て
受
け
る
旅
費
の
金
額
と
同
一

と
し
、
そ
の
金
額
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
同
項
に

お
い
て
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
測
州
副
馴
調
封
謝
創
劃
笥

百
封
司
司
斗
同
拮
録
に
お
い
」
－
「
旅
費
法
施
行
令
」
と
い
う

と
す
る
。

、
そ
の
斜
謁
倒
は
、

の
旅
観
倒
哨
関
す
女
甚
睦
律
謂
地
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
一
一

同
一
と
す
る
。

に
基
づ
い
て
受
け
る

の
他
の
交
通
費
、
宿
泊
手
当
並
び
に
宿
泊
費
の

旅
箸
『
法
及
び
旅
費
法
施
行
令

唱
賃
、
船
賃
航
六
工
賃
形金

額
と

の
規
定

３
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
労
働
審
判
員
に

は
、
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
を
支
給
す
る
も
の
と
し

、
そ
の
稠
愚
謝
卿
釧
劉
淵
倒
は
、
崩
割
剰
凋
の
規
定
に
基
づ
い

て
受
け
る
淵
割
剰
劉
掴
詞
制
剣
叫
金
額
と
同
一
と
す
る
。

「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
刎
剖
到
呵
に
基
づ
い
て
受
け
る

旅
費
の
金
額
と
同
一
と
す
る
。

一

四



第
六
条
民
事
調
停
委
員
及
び
家
事
調
停
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

q■■■■■■■■■■■■■■■■

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

正
す
る
。

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を

に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

（
民
事
調
停
委
員
及
び
家
事
調
停
委
員
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

改
正
後

－

刈
司
二
匠

改
正
前

一

五

－

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



第
七
条

2

割
刊
削
創
刷
割
引
を
支
給
す
る
。

指
定
す
る
裁
判
所

裁
判
所
（
そ
の
裁
判
所
に
支
部
又
は
出
張
所
が
設
け
ら

属
す
る
民
事
調
停
委
員
又
は
家
事
調
停
委
員
に
つ
い
て

同
一
の
場
所
に
あ
る
他
の
裁
判
所
、
支
部
又
は
出
張
所

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
裁
判
所
が
そ
の
所

鉄
道

で
職
務
を
行
う

へ

旅
費

旅
費
は
、
鉄
道
賃

る
費
用
を

、

、

民
事
調
停
委
員
又
は
家
事
調
停
委
員
が
所
属
の

船
舶
及

日
当
及
び
宿
泊
料

い
》
フ
。

場

航
空

合
に
は
、

、

支
部
又
は
出
張
所

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

、

船
賃
及
び
召
劃
叫
他
の
謝
謝
国
費

以
背

次
項
刎
剖
到
呵
に
よ
り
劉
型
画

を
利
用

ー

る
移
動
に
要

又
は
こ
れ
と

の
三
種 へ

第
七
条

2

船
賃
は
船
舶
の
便
の
あ
る
区
間
の
水
路
旅
行
に
、
路
缶

指
定
す
る
裁
判
所

裁
判
所
（
そ
の
裁
判
所
に
支
部
又
は
出
張
所
が
設
け
ら

、

属
す
る
民
事
調
停
委
員
又
は
家
事
調
停
委
員
に
つ
い
て

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
裁
判
所
が
そ
の
所

同
一
の
場
所
に
あ
る
他
の
裁
判
所
、
支
部
又
は
出
張
所

ｌ

に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る

で
職
務
を
行

へ

’
旅
費
は
、
鉄
道
賃

旅
費

民
事
調
停
委
員
又
は
家
事
調
停
委
員
が
所
属
の

、

日
当
及
び
宿
泊
料

声

フ

場

合
に
は
、

、

支
部
又
は
出
張
所

、

船
賃
及
び
踊
剰
園
副
の
三
種
と
し

。

次
項

ー

一

ー
一
ハ

又
は
こ
れ
と



［
削
る
］

’
基
づ
い
て
受
け
曽
○
銅
出
費
の
詔
金
銅
函
凶
ヨ
同
Ｊ
訓
剖
剖
川
副

法
」
と
い
う
。
）
及
び
国
事
翔
州
罪
凋
ヨ
ヨ
雪
引
の
呂
州
麹
到
旧
制
閏

る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
毎
Ｊ
政
令
篭
譽
二
白
六
昌
到
Ｊ
同
項

と
し
、

国

公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
今
昭
和

。

３
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅

客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し

、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る
線
路
又
は
船
舶
に
よ
る
旅
行

の
場
合
に
は
、
運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
中
級
の
、
運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区

分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
上
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金

（
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路

。

賃
は
鉾
落
磐
の
便
の
ｘ
ぱ
い
区
間
の
陸
路
旅
行
又
は
船
舶
の

一

七



３
第
一
項
口
‐
制
詞
詞
訓
ｑ
場
合
を
除
き
、
民
事
調
停
委
員

又
は
家
事
調
停
委
員
に
は
、
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料

を
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
斜
里
調
は
、
淵
劃
鯏
囹
渕
酬

411
合
を
除
き
、
民
事
調
停
委
員
又
は
家
事
調
停
委
員
に
は

、
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
を
支
給
す
る
も
の
と
し
、

の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
の
場
合
の
普
通
急
行
料
金
又
は
準
急
行
料
金
に

限
る
。
）
並
び
に
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金

に
よ
っ
て
、
路
程
賃
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十

七
円
の
割
合
（
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
こ
の
割
合
に
よ
っ
て
算
定
し
た

額
の
路
程
賃
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
実
費
額
）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算

定
す
る
。
た
だ
し
、
路
程
賃
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

第
一
項

の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
み
が
支
給
さ

一

八

る

場



21 411
制
副
Ｈ
伺
渕
割
到
叫
金
額
と
同

船
賃

料
に
つ
い
て
は
、
別
に
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

は
家
事
調
停
委
員
に
支
給
す
る
旅
費

劉附
前
ゴ
コ
貝
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
民
事
調
停
委
員
又

、

航
空
賃
及

則

の
規
定
に
基
づ
い
て
受
け
る
鉄
道
賃
、

そ
の
他
の
交
通
費

一

と
す
る
。、

、

日
当
及
び
宿
泊

宿
泊
手
当
並

511１ １２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
に
関
す
る
第
七
条
第 II

条
第

料
に
つ
い
て
は
、
別
に
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
と
こ
ろ

そ
の

同は
家
事
調
停
委
員
に
支
給
す
る
旅
費

に
よ
る
。

の
規
定
に
基
づ
い
て
受
け
る

鯏
測
到
倒
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
民
事
調
停
委
員
又

一

澗
愚
倒
矧
剣
叫
斜
愚
倒
は
、

と
す
る

附
則

一

項
第

◎

一
［

イ
に
銅

司
股
職
『
の
職
員
の
給
与
に
関

掲
州
謝
州
削
倒
調
矧
剣
叫
金
額
と

る
行

、
一

九 日
当
及
び
宿
泊

一
一
一

給
表

項
の

規
定

（
一



第
七
条
民
事
調
停
官
及
び
家
事
調
停
官
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

ブ
（
》
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
民
事
調
停
官
及
び
家
事
調
停
官
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

改
正
後

、

。
》
ノ
グ
に
門
げ改

正
前 金

及
び
特
馴
船
室
料
金
に
よ

叩
恢
の
匡
睦
医
員
）
尼

一

一

○

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。



、

第
五
条
民
事
調
停
官
又
は
家
事
調
停
官
が
第
二
条
の
規
第
五
条
民
事
調
停
官
又
は
家
事
調
停
官
が
第
二
条
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
で
職
務
を
行
う
場
合
に
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
で
職
務
を
行
う
場
合
に

2

’
と
し
、
そ
の
金
額
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す

ｌ

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
同
項
に

お
い
て

ブ
（
》
○
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
劉
召
制
引
刎
刻
鯏
刎
笥
を
支
給
す

の
旅
費
に
関

へ

旅
費
は
、
鉄
道
賃

旅
費

る
費
用
を

、

「
旅
費
法

日
当
及
び
宿
泊
料

い
菫
フ
。

る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三

1－－

、

と
い
芦
フ
。
）

船
賃
及
び
そ
制
乎
他
の
本
釜
超
費

ー

の
三
種

へ

2

旅
費
の
金
額
と
同
一
と
す
る
。

そ
の
金
額
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律

は
、

弓 へ

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。

旅
費

旅
費
法

旅
費
は
、
鉄
道
賃

次
項

、

'一一

日
当
及
び
宿
泊
料

の

規
定
に
よ
り
淵
劉
珂
を
支
給
す
る
。

と
い
差
フ
。
）

、

船
賃
及
び

刎
倒
叫
詞
に
基
づ
い
て
受
け
る

ー

雪二

淵
闇
到
に
お
い
て

の
三
種
と
し
、

一



へ

司
法
委
員
規
則
の
一
部
改
正
）

と
す
る
。 :｜ 是

０
１

の
顕

ヨI ”

癖I 肥

鋒I 兄

ﾖI り

一
一
一
一

7） 耐

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



第
八
条
司
法
委
員
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

削
法
委
員
の
旅
蕃

ヨ
上
へ
ロ
う
ぐ
一
一
回
震

唱
賃
、
船
曽

員
及
び
車
賃
の
、
一
躍

叫
法
委
員
の
旅
蕃

賀
の
金
一
韻
と
同
一
の
〈
釜
籠
》
券
二
文
給

旦
年
怯
律
第
百
十
四
日

践
道
賃
、
船
賃
、
艫

一
一
一
一
一

湧
員
等
の
旅
蕃

改
正
後

改
正
前



第
九
条
参
与
員
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
（
参
与
員
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

貢
の
金
籠
と
同
一
の
金
韻
を
支
給

の
金
熊
を
支
給

副
法
委
員
の
宿
拒
料
は
旅
費
法
及
び
林
著

旧
泊
費
の
金
龍
と
肩

◎

ロ
．
怯
委
員
の
宿
雅

旧
泊
料
の
金
額
と
同
一
の
金
熊
を
支
給

一

一

四

備
考
表
中
の
［
〕
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前



第
五
条

2戸

3

ｌ

刷
到
四
画
に
基
づ
い
て
受
け
る
宿
泊
費
の
金
額
と
同
一
の I

金
額
を
支
給
す
る
。

一
ハ 及

び
矛
示
し
仙
戻
ｗ
交
癌
翌
費
の
四
種
と
し
、
国
家
公
務
員
等

四
号
。
次
項
に
お
い
て

の
金
額
と
同
一
の
金
額
を
支
給
す
る

の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十

参
与
員
の
宿
泊
料
は
、
旅
費
法
測
制
副
州
謝
潤
国
叫
伺
釧
司

略

令
第

ロ 0

参
与
員
の
旅
費
は
、
鉄
道
賃

三
百
六
号
。
同
項
に
お
い
て

「
旅
費
法

に
基
づ
い
て
受
け
る
旅
費

1－－

。 、

と

船
賃

い
声
フ
。
）

弓

、

旅
費
法
施

航
空
賃割
第
五
条

2戸

3 す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
次
項

及
び

受
け
る

に
お
い
て

て
受
け
る
旅
費
の
金
額
と
同

参
与
員
の
宿
泊
料
は
、
旅
費
法
刎
剖
四
国
に
基
づ
い
て

贄
同
上

；
参
与
員
の
旅
費
は
、
鉄
道
賃

ｰ

の
四
種
と
し
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関

弓

旅
費
法

の
金
額
と
同
一
の
金
額
を
支
給
す
る
。

1－－

と

い
声
フ
。
）

一

の

金
額
を
支
給
す
る

刎
到
捌
卦
口
に
基
づ
い

、
■■■■■■■■

一

五 船
賃
、

航
空
賃◎



第
十
条
鑑
定
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に

が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

（
鑑
定
委
員
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

改
正
後

改
正
前

一
一
｛
ハ



2i 第

1
費
の
金
額
と
同
一
の
金
額
を

賃
及

十
四

一
ハの

金
額
を
支
給

祠
の
銅

へ

’
旅
費
測
制
剃
制
凋
糊
）

条
鑑
定
委
員
の
旅
費
は
、
鉄
道
賃

0

そ
の
他
の
交
通
費

に
基
づ
い
て
受
け
る
召
信
泊
費
の
金
額
と
同
一

次
項
に
お
い
て

る
0

の
四
種
と
し
、

弓

支
給
す
る
。

旅
費
法る

法
1－－

、

と

施
行
令

船
賃

い
』
フ
。
）

、

ｌ航空へ

令 及

１２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅

Ｉ

（
旅
費
刎
昌
倒
調
矧
剣
固
調
）

第
六
条
鑑
定
委
員
の
旅
費
は
、

笥
矧
剣
Ⅵ
舸
封
君
司
の
四
種
と
し
、

費
は
、I

◎

間
耐
閏
幽
閉
嗣
圏
叫
又
刷
訊
明
舶
の
傭
策
し
な
い
区
間
の
水
路
旅

詞
割
創
割
閏
鯏
別
四
割
四
羽
呵
嗣
幽
伽
Ｈ
Ｈ
１
刮
媚
国
司
刷
馴
船
舶
の
便
の
あ
る

、

客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し

区
間運

賃
に
等
級
を
設
け
る
線
路
又
は
船
舶
に
よ
る
旅
行

の

水
路
旅
建三

掴
Ｊ
１
咽
呵
縄
園
買
副
掛
鋤
麹
追
の
便
の
な
い
区

鉄
道
賃

笹
坦
賃
は
鉄
道
の
便
の

二

七
、

船
賃支

給
す
る

、

富



の
場
合
に
は
、
運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
中
級
の
、
運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区

分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
上
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金

（
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅

行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
特
別
急

行
料
金
、
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す

る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の
に
は
普
通
急
行
料
金
又
は
準
急
行
料
金

）
並
び
に
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
並
び
に

座
席
指
定
料
金
（
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
普
通
急
行

列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ
る
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船

舶
を
運
行
す
る
航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座

一

一

八



、

311
所
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
） ’

る
旅
費
及
び
宿
泊
料
に
ム
ダ
い
て
片
峰
別
晦
真
壁
同
軸
裁
判

［
新
設
］

席
指
定
料
金
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
、
路
程
賃
は
一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
の
割
合
（
公
務
上
の
必

要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
こ
の

割
合
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
の
路
程
賃
で
旅
行
の
実
費

を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
費
額
）

に
よ
っ
て
、
航
空
賃
は
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
路
程
賃
の
算

定
に
つ
い
て
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、

切
り
捨
て
る
。

（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）

二

九



第
七
条
鑑
定
委
員
の
日
当
は
、
執
務
及
び
そ
の
た
め
の

旅
行
に
必
要
な
日
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

［
２
略
］

［
削
る
］

’
第
八
条
鑑
定
委
員
の
宿
泊
料
は
、
執
務
等
に
必
要
な
夜

第
七
条
鑑
定
委
員
の
日
当
は
、
執
務
及
び
そ
の
た
め
の

数
に
応
じ
て
支
給
す
る
。

２
宿
泊
料
の
額
は
、
一
夜
当
た
り
、
宿
泊
地
が
、
国
家

公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
十
四
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る
甲
地
方
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
八
千
七
百
円
以
内
、
乙
地
方
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
七
千
八
百
円
以
内
に
お
い
て
、
裁
判

所
が
定
め
る
。

に
応
じ
て
支
給
す
る
。

［
２
同
上
］

（
宿
泊
料
の
支
給
基
準
及
び
額
）

陶
州
福
引
目
州
馴
詞
川
剖
剖
執
謁
翻
鈎
司
司
と
い
う
。
）

○ に
必
要
な
日
数



Fー!ロローーーーー‐ｰｰ ｰ1

0

1

’
るｌ

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｉ
ｌ
Ｏ
１
１
０
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
０
１
０
１
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

０
１
１
１
０
１
８
１
０
０
０
１
０
０
０
０
０
１
１
１
１
１
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
４

。

ｒｆ

I
L‘.． I■■ー q■■ー1■■ ー I■■

ーｰーー一一ーー

０
１
１
１
９
１
１
１
１
１
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

－

rーー

211

’
1１

１

す
る
・

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｏ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
０
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
１
１
ｌ
０
Ｉ
ｌ
Ｌ

、

。
’
・
ｌ
ｄ
ｌ
ｄ
Ｉ
・
ｌ
ａ
Ｏ
凸
８
。
０
，
．
▲
Ｕ
凸
Ｉ
▲
０
凸
８
●
Ｕ
凸
８
Ｇ
５
凸
８
６
▼
凸
Ｉ
Ｏ
Ｏ
ｐ
Ｉ
Ｑ
－
．
１
．
１
．
１
口
－
．
１
．
Ⅱ
“
Ｏ
Ｂ
Ｕ
△
０
。
８
．
０
０
９
●
Ｕ
凸
８
４

一
一
一
一

別
離
室

立
沢
一

一一I■■ Ⅱ■■ q■■ Ⅱ■■ ■■■

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。



第
十
一
条
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
証
人
等
に
対
す
る
給
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）
の

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
刑
事
の
手
続
に
お
け
る
証
人
等
に
対
す
る
給
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

寺
の
路
程
珪
貝
の
龍

膜
の
最
｛
局
裁
判
蔀

■
■
■
■

弟
二
条
刑
車

寺
の
路
程
注
頁
の
龍

損
の
潅
串
際
雇
員
の
矩
串
は

一
一
一
一
一

改
正
後

改
正
前



第
四
条

第
三
条

2

Ｈ
引
呵
川
副
則
剛
‐
と
す
る
。

定
人

額
は
、
剰
劉
劃
調
と
す
る
。

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

わ
ら
ず

め
る
額
の

は
、
証
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

へ

証
人
等
の
宿
泊
料
の
額

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な

、

法
第
五
条
第

法
第
四
条
第
二
項
の

、

通
訳
人
又
は
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り

＃

弟
一

一

一
一

宗
二
項
の
最
高
裁
判
所
が
定
め
る

項
ー

に
銅 最

高
裁
判
所
が

で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す

い

事
情
に
よ
り
前
項
に
定

…
、

る

最
高

裁
判 め

る所
が 鑑額

第
三
条（

証
人
等
の
宿
泊
料
の
額
）

第
四
条
法
第
五
条
第
二
項
刎
嶽
卿
側
洲
呵
額
は
、

2

綱
剰
樹
箇
到
叫
額
は
、

１
円
以
内
と
す
る
。

ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

め
る
額
の

訳
人
又
は
翻
訳
人
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り

で
き
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

い
て
は
一
日
当
た
り

（
証
人
等
の
日
当
の
額
）

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
前
項
に
定

法
第
四
条
第

踊
割
園
司
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が

割
劉
創
額
刷
引
鯏
副
剴
州
と
す
る

…
、

一
一

項
の
印
叫
司
叫
額
は
、
証
人
に
つ

一
一
一
一
一
一

鑑
定
人

！
。

一

、

夜
当 通



（
弁
護
人
の
日
当
等
の
額
）

第
五
条
［
略
］

詞
司
引
ｑ
額
は
、
一
夜
当
た
り
、

と
い
う
。
）
及
び
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法

律
第
百
十
四
号
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
旅
費
法
」

公
逵
到
員
等
八
通
旅
費
に
函
里
，
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

次
条
第
「
．
貝
に
お
い
ヨ
ｕ
「
給
与
法
」
と
い
う
。
）
第
六

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。

規
定
に
よ
り
算
定
し
た
宿
泊
費
の
額
と
同
額

施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百
六
号
。
同
項
に
お

一
般
職
の
職
員
の
給
与

弟
九
条
本
文
の

と
す
る
。

（
弁
護
人
の
日
当
等
の
額
）

第
五
条
［
同
上
］

法
窪
咋
（
昭
和
一
〒
十
五
倖
ｒ
法
律
第
百
十
四
号
）
別
表
第
一

円
Ｍ
酬
内
１
１
回
酬
凹
万
謁
月
あ
刻
副
場
到
ロ
に
お
い
て
は
七
千
八
百

た
り
へ

円
以
内
と
す
る
。

個
詞
閉
り
創
剴
制
地
渭
堂
ぐ
あ
ス
２
場
ム
ロ
に
封
ぬ
い
て
は
八
千
七
百

宿
泊
地
が
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る

四



第
十
二
条
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

に
改
正
す
る
。

（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

す
る
。

牛
寸
〈
の
犀

又
を
志

費
陸
及
び
旅
費
生
悔

愼
軍
末
一
白

険
一
膜

雪
工

湧
員
等
の
旅
費
に
韮

五

“
ス
》
唾
宏
△
日

一

／

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



2

宋 羽

牛
舎
ｘ
の
津

及
び
匡

制
副
叫
刮

學I 夜

旧
潴
胴
斐
罠
の

2

耒 詞

二
国

一
二
一
ハ

改
正
後

改
正
前



第
十
三
条
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
審
判
の
手
続

等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
審
判
の
手
続
等
に
関

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

員
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊

］
貝
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
惟

七

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



第
十
四
条

へ

少
年
法
に
よ
る
調
査
及
び
観
察
の
た
め
の
援
助
費
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

少
年
法
に
よ
る
調
査
及
び
観
察
の
た
め
の
援
助
費
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第

鮠

ﾖ11 り

三

八

ザ
〆
巧

一
一
一

十

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

条
の
二
の
費
用
の

訓
馴
に
卜
巨
耶
古
屑
封
妙
卿
祠
詐

員
等
の
旅
却
蕃

吻
る
胤
務
の
級
に
左

皿
知
賜
ま
で
の
誰

曲
郵
徹
職

条
の
二
の
費
用
の

閉
果
痩
司
及
び
吊
童
委
昌

叩
る
職
務
の
級
に
あ
る
者
に
支
給

唱
莉

尚
二
昭

の
岫
哩
の
塞
冥
閉

九

且
“
”
生
生
病
Ｌ
価

日
石
）
単

改
正
後

改
正
前



１
こ
の
規
則
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施

２
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
支
給
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

に
よ
る
。

額
、
そ
の
他
の
費
用
は
、
実
費
額
以
内
に
お
い
て
当
該

事
件
を
取
り
扱
う
家
庭
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
額
を

支
払
う
。

百
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き

の
旅
費
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三

附

則

支
給
す
る
額
に
相
当
す
る

以
内
に
お
い
て
当
該
事
件
を
取
り
扱
う
家
庭
裁
判
所
が

相
当
と
認
め
る
額
を
支
払
う
○

四
○
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機密性2

k

＄

配
布
資
料

ダ

０

０

釧

規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
伴

二

理
由

9 0

1

、

こ
れ
が
、

こ

の

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る

、

｡

い
、 I

関
係 1

、

↑



【機密性2】

事務総局会議（第2回）議事録

日時 令和7年1月21日 （火）午前10時00分～午前10時45分

場所等 総局会議室

出席者 氏本事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、染谷経理局長、福田民

事局長兼行政局長、平城刑事局長、馬渡家庭局長、福島秘書課長兼広報

課長、坂口審議官、榎本デジタル審議官、馬場事務総局参事官、手嶋司

法研修所長、江原裁判所職員総合研修所長

議事 1裁判官研修（合同研修､個別研究）に関する重要な事項等について

手嶋司法研修所長説明（資料第1）

2令和7年度の裁判所職員（裁判官以外）研修について

江原裁判所職員総合研修所長説明（資料第2）

3最高裁判所事務総局分課規程及び最高裁判所事務総局等職制規程の

一部を改正する規程について

小野寺総務局長説明（資料第3）

4新型インフルエンザ等対応業務継続計画の一部改訂について

小野寺総務局長説明（資料第4）

5首都直下地震等対応業務継続計画の一部改訂について

小野寺総務局長説明（資料第5）

6 不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則の一部を改正する規

則について

染谷経理局長説明（資料第6）

結果
◎裁判官会議付議1， 3， 4， 5， 6

◎裁判官会議報告2

秘書課長 福 島 直 之



事務総局会議資料第1

（1月21日開催）
〆

【機密性2】

【配布資料】

裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項等

裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項（付議事項）1

別紙のとおり

2裁判官研修に関する報告事項

派遣型研修のうち、判事を対象とする民間企業短期研修について、令和7年度

以降の実施をとりやめる。

1



【機密性2】

(別紙）

裁判官研修

（1）合同研修

裁判官研修（合同研修、個別研究）に関する重要な事項（案）

）合同研修（実施場所は司法研修所。ただし、カリキュラムの一部を受入先施

設で実施することがあるほか、裁判所職員総合研修所や外部団体と合同で実施

することがある。 ）

ア裁判系（判事・判事補。 3日間以内）

（ア）事件分野別の分類

a 民事訴訟事件

①民事通常訴訟事件全般

②税務、会計、金融等の企業経済活動全般に関わる訴訟事件

③ IT(システム開発やインターネットの利用）に関する訴訟事件

④建築関係訴訟事件、建築調停事件

⑤医事関係訴訟事件

b行政訴訟事件

c 労働訴訟・保全、労働審判等の労働関係事件

d知的財産権関係の訴訟・保全事件

e 民事その他事件

f 刑事訴訟、令状、医療観察等の刑事関係事件

g人事訴訟事件、家事調停・審判事件

h少年審判事件

（イ）主たる対象者による分類

主たる対象者に応じて以下の四つに分け、事件分野別の必要に応じて実

施する。

a 基礎（左陪席クラス）

b基本（右陪席クラス）

c 実務（裁判長・右陪席クラス）

2



【機密性2】

d専門（テーマに対応する裁判官）

イ導入系（判事・判事補。期間は以下のとおり）

参加する者の特性に応じて以下の三つに分けて実施する。

（ア）年次（1週間以内） ：判事補・判事の任官時等の節目の年次に到達した

者

（イ）ポスト （1週間以内） ：支部長、部総括、所長等のポストに就任した者

（ウ）役割（3日間以内） ：特定のポストに限らず、一定の役割が期待される

立場にある者

ウ基盤系（判事・判事補。 3日間以内）

裁判や組織運営の基盤となる一般的資質・能力の酒養を目的として、事件

分野にとらわれない広範な分野を取り上げて実施する。

エ簡易裁判所判事の研修（簡易裁判所判事。期間は以下のとおり）

（ア）裁判系（3日間以内）

（イ）導入系（1週間以内。ただし、新任簡易裁判所判事が参加する研修のう

ち、 1本については約1か月間）

オ調停官の研修（調停官。 3日間以内）

調停官が裁判官と同等の権限を有する職務について、調停官に任官した者

に対し、所要の研修を実施する。

）個別研究（参加する者は判事･判事補。期間・実施場所は以下のとおり）

ア司法研究（2年間以内） ：各所属庁、司法研修所のほかヒアリング先等

イ ミニ研究会（1日間以内） ：各実施庁

ウ各種調査・研究（随時必要な期間） ：司法研修所又は調査研究受入先

(2）

3



事務総局会議資料第2

（1月21日開催）

【機密性2】

【配布資料】

令和7年度の裁判所職員（裁判官以外）研修について

令和7年度の研修実施計画においては、別紙記載の「裁判所職員（裁判官以外）

研修に関する重要な事項」 （令和5年度議決）について、変更はない。

1



【機密性2】

(別紙）

裁判所職員（裁判官以外）研修に関する重要な事項

第1研修（中央・高裁委嘱・各庁委嘱）

裁判所職員総合研修所（以下「総研」という｡）で中央研修を実施するほか、総

研が高裁又は地家裁に委嘱して、高裁が管内各庁及び最高裁に所属する職員に対

して、又は地家裁が各庁に所属する職員に対して実施する。中央研修は、司法研

修所と合同で実施することがある。実施場所は、総研又は委嘱を受けて実施する

各庁とするが、研修実施方法やカリキュラムの内容に応じて、それ以外の場所で

も実施する。

1 業務内容に応じた専門性・能力の向上等を目的とした研修

（1）裁判実務に関するもの（5日間以内）

書記官、家裁調査官、事務官、速記官及び執行官を対象とし、裁判事務の

分野（民事、刑事、家事、少年等）について、官職及び執務経験に応じて組

織課題への取組、執務能力の向上等を目的として実施する。

（2）事務局事務に関するもの

ア管理職員'を対象者とするもの（3日間以内）

（ｱ）研修事務を担当する管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円滑な

実施等を目的として実施する。

（ｲ）次席家裁調査官等を対象者とし、家裁調査官に係る高裁委嘱研修等の

充実、改善等を目的として実施する。

イ中間管理職員2を対象者とするもの（3日間以内）

1平成21年3月31日付人任A第000563号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘

書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」別表（以下「依命通達別表」

という｡)において、最高裁判所規則第6号「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標

準的な官職を定める規則」別表（以下「規則別表」という6）の1の項第3欄第2号又は同第3

号の職制上の段階と同等の職制上の段階に属する官職にある者

2依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第4号の職制上の段階と同等の職制上の段
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【機密性2】

(ｱ）研修事務を担当する中間管理職員を対象とし、研修の的確な立案や円

滑な実施等を行う指導者の養成を目的として実施する。

(ｲ）情報セキュリティ対策事務を担当する中間管理職員を対象とし、情報

化に伴う情報セキュリティに係る執務能力の向上等を目的として実施す

る。

ウ管理職員等以外の職員3を対象者とするもの（5日間以内）

（ｱ）一定の執務経験を有する事務官及び技官4を対象とし、事務局事務の

分野について、担当職務に応じた執務能力の向上等を目的として実施す

る。

（ｲ）研修事務を担当する係長等を対象とし､研修の的確な立案や円滑な実

施に必要な執務能力の向上等を目的として実施する。

（ｳ）情報化推進の役割を担当する職員を対象とし、情報化に係る執務能力

の向上等を目的として実施する。

(3)管理業務に関するもの（5日間以内）

ア管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的として実

施する。

イ中間管理職員を対象とし、管理業務に係る能力の向上等を目的とし

て実施する。

階層に応じた資質・能力の向上等を目的とした研修

管理職員等以外の職員を対象者とするもの（5日間以内。ただし、 (3)につい

ては実施機関が適宜期間を定める｡）

(1)一定の執務経験を有する書記官、事務官及び技官を対象とし、執務能力の

2

階に属する官職にある者

3依命通達別表において、規則別表の1の項第3欄第5号又は同第6号の職制上の段階と同等

の職制上の段階に属する官職にある者

4裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第

95号）第6条に定める行政職俸給表（一）の準用を受ける裁判所事務官及び裁判所技官をい

う｡）
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【機密性2】

向上等を目的として実施する。

（2）事務官及び技官を対象とし、執務経験に応じた執務能力の向上等を目的と

して実施する。

（3）事務官を対象とし、基礎的な法学教育を行うことにより、資質及び事務処

理能力向上を図る目的で実施する。

（4）新採用職員を対象とし、職務知識付与や裁判所職員としての自覚、職務意

識の高揚等を図る目的で実施する。

3その他

高年齢層の職員を対象者とするもの（1日間程度）

高年齢層の職員を対象とし、それまで培った知識や経験等を生かし、引き続

き意欲をもって勤務できるようにするための支援を目的として実施する。

第2委託研修

裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させる｡参加させる研修､期間、

職員は、最高裁において定める。

第3協議会

高裁事務局次長､高裁首席書記官､高裁所在地家裁首席家裁調査官を対象とし、

研修計画について検討すること等を目的として実施する。実施場所は総研とする。

第4研究

実施場所は総研、研究員の所属庁及び関係機関等とする。

1書記官及び家裁調査官等の合同による実務研究（7か月間程度）

2書記官による実務研究（1年間程度）

3家裁調査官による実務研究（1か月間程度から1年間程度）

（1） テーマを定めて行うもの

（2） 関係機関の業務に関する研究を行うもの

第5その他の研修

このほか各分野における課題への取組の進展状況、喫緊の課題の発生等に応じ
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事務総局会議資料第3

（1月21日開催）

第
一
条
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
分
課
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
五
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）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
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正
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る
。

◎
最
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●
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●
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最
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総
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務
総
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第1 基本的な考え方

1 目的

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイ

ルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年か

ら40年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得

していないため、世界的な大流行（パンデミック）となり、大きな健康被害とこれに伴

う社会的影響をもたらすことが懸念されている。また、コロナウイルスのような既知の

病原体であっても、ウイルスの変異等によりほとんどの人が免疫を獲得していない新

型のウイルスが出現すれば、パンデミックになることが懸念される。さらに、未知の感

染症である新感染症についても、その感染性の高さから社会的に影響が大きいものが

発生する可能性がある。このため、新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策

特別措置法（平成24年法律第31号。以下「特措法」 という｡）第2条第1号の「新

型インフルエンザ等」をいう。以下同じ｡）の発生時においては、感染拡大を可能な限

り抑制し、国民の生命及び健康を保護するとともに国民生活及び国民経済に及ぼす影

響を最小となるようにすることが必要であり、国家の危機管理として対応する必要が

ある。

裁判所は、新型インフルエンザ等発生時においても､国民の権利の実現、各種の紛争

解決、刑罰法令の適正な実現その他の裁判所の機能を最低限維持することが求められ

る。

本計画は、特措法第6条に基づき策定された新型インフルエンザ等対策政府行動計

画（以下「政府行動計画」 という｡）や内閣官房内閣感染症危機管理統括庁において作

成された｢新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(令和6年9月2

7日)」 （以下「政府のガイドライン」 という｡）を踏まえ、新型インフルエンザ等発生

時に想定される被害状況等に応じて、裁判所が求められる機能を維持し必要な業務を

継続できるよう、適切な対策を講ずることを目的として策定するものである。

2本計画の適用範囲

本計画は、すべての裁判所を対象としている。各裁判所（司法研修所及び裁判所職員

総合研修所を含む。以下同じ｡）においては、本計画を踏まえた上で、各裁判所の実情

や地域の事情を反映した業務継続計画を適宜策定するものとする。

なお､各裁判所において業務継続計画を策定する際には、関係機関と十分な調整を行

うものとする。

3他の業務継続計画との関係

最高裁判所においては､首都直下地震を想定した「最高裁判所首都直下地震等対応業

務継続計画」を策定しているところである。同計画と本計画とでは、非常時における制

約のある状況において、継続すべき優先業務を特定し、裁判所の機能を維持するという

目的やその実現のための方法などの点で共通する要素もあるが、首都直下地震と新型
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インフルエンザ等では、被害の地理的な範囲、被害が継続する期間、被害への対応など

異なる要素が多いことから、本計画は､首都直下地震を想定した業務継続計画とは別個

の業務継続計画として策定するものである。

4実施体制

(1) 平常時の体制

新型インフルエンザ等の発生に備え、事務局等において、関係機関とも連携を図り、

情報収集に努める。また､定期的な訓練等により新型インフルエンザ等対策の点検及

び改善に努める。

(2) 発生時の体制

ア最高裁判所においては、政府が新型インフルエンザ等対策本部（特措法第15

条第1項。以下「政府対策本部」 という｡）を設置した場合には、裁判所としての

対策を推進するため、対策本部（別紙1参照）が、何らの決定等を要することなく

設置される。本部長は、対策本部を開催して速やかに本計画を発動する。

上記の場合のほか、裁判所として本計画に基づく対策を推進する必要がある場

合には、最高裁判所長官は、対策本部(別紙1参照）を設置する。対策本部が設置

されたときは、本部長は、対策本部を開催して速やかに本計画を発動する。

イその他の各裁判所においても、上記アの各場合には、その対策等を推進するとと

もに、業務継続の組織体制の構築と指揮命令系統を明確化するための意思決定機

関として、対策本部等を設置して、業務継続計画を発動する。

（3） 対策本部等の廃止

最高裁判所においては、本部長は、感染状況や政府の方針等を踏まえ､必要がな

くなったと認めるときは、決定により、対策本部を廃止する。その他の各裁判所に

おいても、地域の感染状況等を踏まえ、必要がなくなったと認めるときは、対策本

部等を廃止する。

第2業務継続計画の前提となる被害状況等の想定

新型インフルエンザ等の流行が国民の生命及び健康や社会経済活動等に与える影響

は､病原体の病原性や感染性等に左右されるものであり、現時点で正確に予測すること

は難しい。このため、政府行動計画においても、新型インフルエンザや新型コロナウイ

ルス感染症以外の呼吸器感染症も念頭に、中長期的に複数の感染の波が生じることも

想定し､幅広く対応できるシナリオを想定しているものであるが､政府のガイドライン

においては､社会経済への影響の規模の目安として、例えば､職員の最大40％程度の

欠勤を想定することなどが考えられるとされている。

本計画は､上記のような被害状況等の想定を前提として策定するものであるが､新型

インフルエンザ等の流行規模や被害の程度は､出現した新型インフルエンザ等の病原

性や感染性等に左右されるものであり、現時点で予測することは難しいことから、実際
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には、被害の状況や事態の進行に応じて柔軟に対応する必要がある。

第3発生時の業務体制等

1 業務継続の基本方針

裁判所は､新型インフルエンザ等発生時において､利用者や職員の生命及び健康を保

護しつつ､最低限の機能を維持するため､新型インフルエンザ等発生時にも継続が必要

な業務を絞り込み､人的資源を集中させるとともに､感染拡大につながるおそれのある

業務は極力中断する。

具体的には、裁判所は、新型インフルエンザ等発生時において、利用者や職員の生命

及び健康を保護するために､新型インフルエンザ等の発生により新たに発生し、又は業

務量が増加する業務（以下「強化・拡充業務」という｡）を優先的に実施するとともに、

裁判所の最低限の機能を維持するために必要な業務（以下「一般継続業務」といい、強

化・拡充業務と併せて「発生時継続業務」 という｡）を継続することとし、その他の業

務（以下「発生時継続業務以外の業務」 という｡）は縮小又は中断する。そこで、裁判

所の業務を、 「発生時継続業務」 （強化・拡充業務及び一般継続業務）と「発生時継続業

務以外の業務」に分類し、 「発生時継続業務以外の業務」には優先順位を付ける。

その上で、新型インフルエンザ等発生時において、発生時継続業務を適切に実施、継

続できるよう、必要な人員、物資等を確保する。特に人員については、国内における新

型インフルエンザ等の発生以降、発生時継続業務の実施及び継続が困難となるおそれ

があると判断した場合には、発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅に縮小又は中

断し、その要員を発生時継続業務に従事する職員の代替要員として確保する。

2業務の分類

（1） 発生時継続業務

ア強化・拡充業務

新型インフルエンザ等の対策に関する業務であり、新型インフルエンザ等の発

生により新たに業務が発生し、又は業務量が増加するものである。

具体的には､利用者や職員の生命及び健康を保護するとともに、指揮･命令系統

を維持して裁判所の最低限の機能を維持するために必要な以下の業務がこれに該

当する。

・ 新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析、その連絡調整等の業務

・ 感染防止対策業務（庁舎管理等）

・ 人員体制、発生時継続業務等に関する指揮・命令等の業務

・ 国民に対する業務の状況の周知、利用者等からの問い合わせへの対応等

イー殻継続業務

政府のガイドラインにおいては、最低限の国民生活の維持等に必要な業務であ

って、一定期間、縮小又は中断することにより、国民生活、社会経済活動や国家の
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基本的機能に重大な影響を与えることから、国内で感染が拡大・まん延している状

況であっても業務量を大幅に縮小することが困難なものとされている。

裁判所においては､裁判所の最低限の機能を維持するために､緊急性が特に高い

業務（別紙2参照）を一般継続業務とする。

なお、各裁判所においては、管内の支部や簡易裁判所の人員体制等を考慮し、令

状事務等について、関係機関と調整の上､対応が可能な本庁又は支部に集約するこ

とも検討する。

(2) 発生時継続業務以外の業務（縮小又は中断業務）

政府のガイドラインにおいては､一定期間、大幅な縮小又は中断が可能な業務であ

り、業務の実施が遅れることにより国民生活や社会経済活動に一定の影響はあるが、

業務資源の配分の優先順位の観点から一定期間の縮小又は中断がやむを得ないもの

とされている。

裁判所においては､発生時継続業務以外の業務についても、緊急性や国民の権利利

益に与える影響の大きさに応じて､優先順位を第1順位から第3順位まで付け(別紙

2参照)、優先順位の低いものから縮小又は中断する。

3新型インフルエンザ等発生時の執務体制の確保

（1） 指揮・命令系統の確保

新型インフルエンザ等発生時に､業務上の意思決定機能を維持するため、各局部課

等において以下の事項を検討する。

・ 権限者の感染に備えて、代行者等を指名する。

・ 権限者と代行者等が同時に感染しないよう、同時同場所の勤務を避ける。等

（2） 人員計画等の作成

各裁判所において､発生時継続業務を適切に実施､継続するために必要な人員を確

保するための人員計画を策定する。

当該計画は､発生時継続業務を適切に実施､継続するために必要な人員を算出した

上で､学校･保育施設等の臨時休業や一部の福祉サービスの縮小などにより、出勤が

困難となる可能性のある職員等が生じることや通勤時や勤務時の感染機会を低減す

るための方策として、フレックスタイム制や早出遅出勤務を活用すること、状況に応

じて自宅における勤務を行うことも考慮して策定する。

（3） 特定接種体制の構築

各裁判所においては､特定接種の実施が必要となった場合に､速やかにこれを実施

することができるように、特定接種体制を構築する。

4業務継続計画の発動・運用

各裁判所は､政府が政府対策本部を設置した場合には､速やかに業務継続計画を発動

するb業務継続計画に基づく業務体制等の実施は､政府行動計画及び政府のガイドライ

ンにおいて示された新型インフルエンザ等発生後の各時期(初動期及び対応期）におけ

'
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る業務量の考え方に基づいて､事態の進展を踏まえて、計画的に発生時継続業務以外の

業務量を減少させることが重要である。しかし､発生した新型インフルエンザ等の病原

性､感染性等が不明である可能性が高いため､発生時継続業務以外の業務については、

状況を見ながら必要に応じて縮小又は中断する。また､各裁判所の体制等の実情や地域

の事情も異なることから、業務継続計画の運用については､各裁判所の実情等を踏まえ

て柔軟に行うことが必要である。

(1) 初動期

国内で発生した場合を含め世界で新型インフルエンザ等に位置づけられる可能性

がある感染症が発生した段階では、今後、政府対策本部等が立ち上がり、新型インフ

ルエンザ等対策が実施されることを念頭に、各裁判所において、一時的な業務量の増

加に柔軟に対応しつつ､新型インフルエンザ等に関する情報収集に努め､業務継続計

画に修正等を加える必要性の有無について検討し、縮小又は中断する業務や縮小内

容等の方針について関係機関に周知するなどして、発生時継続業務以外の業務量を

迅速かつ計画的に減少することができるよう体制を整える。

(2) 対応期（封じ込めを念頭に対応する時期）

国内での新型インフルエンザ等の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期では、

政府対策本部の設置及び基本的対処方針の策定後において、政府は､感染症を封じ込

めることを念頭に、確保している医療提供体制で対応可能な範囲に感染を抑制する

ため、強力なまん延防止対策を行うことが想定される。各裁判所は、感染対策を拡充

するとともに､発生時継続業務の実施及び継続のために､各裁判所の実情等に応じて、

発生時継続業務以外の業務のうち《優先順位の低い業務を縮小又は中断し､業務量を

段階的に減らすことを検討し、特定の部署で欠勤者が多数となった場合には応援体

制をとることも検討する。

(3) 対応期（病原体の性状等に応じて対応する時期）

国内で感染が拡大し､病原体の性状等に応じて対応する時期では、ワクチンや治療

薬の開発･普及が十分でない段階においては､基本的に新型インフルエンザ等の特徴

や病原体の性状､医療提供体制等を勘案しつつリスク評価を行い、これに合わせて、

とるべき対策を柔軟に変化させていくことが求められる。感染拡大に合わせてまん

延防止対策がより強化されるとともに、欠勤率が上昇すること等によって発生時継

続業務の実施及び継続がより難しくなることが想定されるため、各裁判所は､感染拡

大の傾向を勘案しながら計画的、段階的に発生時継続業務以外の業務を縮小又は中

断し業務量を減らしつつ、発生時継続業務を実施及び継続する。

(4) 対応期（ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期又は特措法によらない基

本的な感染症対策に移行する時期）

ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期においては、水際対策やまん延防

止対策等の国民生活及び社会経済活動に大きく影響を与える措置について、 リスク
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評価に応じて縮小等の検討がなされるとともに、関係機関における実施体制につい

ても、縮小の検討がなされる。各裁判所においては、適切なタイミングで発生時継続

業務以外の業務量を徐々に回復させつつ､必要な感染防止対策を継続し、通常体制へ

の段階的な移行を検討する。通常業務体制への移行については､地域における感染状

況等を踏まえ、各裁判所が柔軟に判断する。
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○新型インフルエンザ等発生時の業務量の変化（イメージ）
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第4業務継続のための執務環境の確保‘

′ 1 物資・サービスの確保

庁舎管理や警備、清掃・消毒業務、各種設備の点検・修理、消耗品の供給等、新型イ

ンフルエンザ等発生時においても発生時継続業務を適切に実施、継続するために必要

な物資・サービスをリストアップするとともに､物資については必要に応じて備蓄する。

2事業者への要請

‘上記1の物資・サービスを提供する事業者（委託業者）に対し、業務継続のための協

力を要請する。当該事業者による物資・サービスの提供が困難である場合には、代替策

を検討する。

3食堂・売店等の営業

各裁判所の庁舎内で営業する食堂や売店等については、当該地域における新型イン

フルエンザ等の感染状況､食堂等の利用状況、周辺の施設の状況等を考慮した上で、営

業を継続するか否かを検討する。

第5感染対策の実施

発生時継続業務を適切に実施､継続するため､新型インフルエンザ等に関する基本的

な知識等を職員及びその家族に周知するとともに､政府のガイドライン(別紙3参照）

等を参照の上、感染対策を実施する。

第6業務継続計画の維持・管理等

1 関係機関との調整

業務継続計画の実行に際しては関係機関との連携が不可欠であるから、関係機関と

の調整を十分に行う。

2教育・訓練

業務継続計画の実効性を高めるため､職員に対し、平常時から同計画の周知に努め、

業務継続等の重要性を認識させる。特に強化・拡充業務に従事する職員に対しては､研

修、訓練等を通じて必要な知識等を習得させる。

3改善

新型インフルエンザ等に関する新しい知見が得られた場合や、教育等を通じて課題

が明らかになった場合等には、適宜、業務継続計画の見直しを行う。
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(別紙1）

最高裁判所新型インフルエンザ等対策本部構成員

本部長

副本部長

長官

事務総長

首席調査官

（事務総局本部員）

事務次長

総務局長

人事局長

経理局長

民事局長（兼行政局長）

刑事局長

家庭局長

秘書課長（兼広報課長）

デジタル審議官

審議官

事務総局参事官

（裁判部本部員）

上席調査官（民事、行政、刑事）

大法廷首席書記官

訟廷首席書記官

本部員

オブザーバー 司法研修所事務局長

裁判所職員総合研修所事務局長

最高裁判所図書館長
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(別紙2）

業務の分類

※「令状」には「一時保護状」を含む。
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民事 刑事 家事 少年 司法行政

発
生
時
継
続
業
務
の
う
ち

一
般
継
続
業
務

･文書の受付に関する事務

･保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

･DV事件に関する事務

･人身保護に関する事務

･令状(身柄に関する裁判を含む｡)に関する事務

･医療観察事件(鑑定入院命令･決定がされている

事件)に関する事務

･令状に関する事務

･保全に関する事務(特に緊急性の高いもの）

･観護措置(令状に関する事務を含む.)に関す

る事務

･少年審判(観護措置がとられている事件)に関

する事務

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･裁判部の一般継続業務を継続

するために必要な事務(外部機関
対応,会計事務,広報事務‘管理事務

等）

発
生
時
継
続
業
務
以
外
の
業

第
１
順
位
一
第
２
順
位

･保全に関する事務(上配以外のもの）

･執行に関する事務(特に緊急性のあるもの）

･倒産に関する事務(特に緊急性のあるもの）

･刑事公判(勾留がされている事件)に関する事務

･略式手続に関する事務

･保全に関する事務上配以外のもの）

･上記業務を継続するために必要な範囲内での訟廷事務

･民事訴訟に関する事務

･督促手続に関する事務

･民事調停に関する事務

･執行に関する事務(上配以外のもの）

･倒産に関する事務(上記以外のもの）

･その他の民事事件に関する事務

･刑事公判(勾留がされていない事件)に関する事
務

･医療観察事件(鑑定入院命令･決定がされていな
ぃ事件)に関する事務

･その他の刑事事件に関する事務

･家事審判に関する事務

･家事調停に関する事務

･人事訴訟に関する事務

･その他の家事事件に関する事務

･少年審判(観蔑措置がとられていない事件>に関
する事務

･その他の少年事件に関する事務

･第1順位の裁判部の業務を継

続するために必要な事務

･給与事務

.第2順位の裁判部の業務を鍵
続するために必要な事務

･検察審査会に関する事務

栃

第
３
噸
位

上記いずれにも該当しない総
務･人事･会計･資料等の事務



、

（別紙3）

新型インフルエンザ簿対応中央省庁業務継続ガイドライン（令和6年9月27日） 【抜粋】

6。 感染対策の検討・実施

○各府省等は、新型インフルエンザ等発生時に庁舎内における感染拡大を防止するため

に、必要十分な感染対策を講じる必要がある。そのため、平時から開始するものを含め、

．実施する感染対策を定める。

（1）平時における感染対策の検討

①職場における感染リスクについて、業務内容も踏まえ、職場ごとに評価し、感染り

スクを低減する方法を検討する。

a発熱や咳などの症状のある職員の出勤を控えるよう促すなど、発症者の入室を防

ぐ方法を検討する。

b多数の者と接触する機会のある各府省等においては、特に感染対策を充実させる

必要がある。訪問者等に対しても、その理解を得つつ、感染対策の実施を要請する

ことを検討する。

②感染対策の実効性を高めるため、職場で感染した可能性がある者がいる場合を想

定し、以下のような対応措置を立案する。

a職場で感染の疑いのある者が発見された場合を想定し、対処する作業班を決める。

b個人防護具や消毒薬等を備蓄する。

（2）発生時における感染対策

○以下に示すものは一般的な感染症対策として行われている事例であるが、感染症対策

は感染症の特性によって異なり、さらに有事に刻々とその対策が変化していく面を有し

ていることから、ホームページ等'を通じて情報を入手し、最新の知見に基づき対応をし

ていくことが重要である。

ア）一般的な留意事項

○職員に対し、以下の点について注意喚起を行う。

①発熱、咳、全身倦怠感等の症状があれば出勤を控えるよう勧奨すること。

②換気､マスク着用等の咳エチケット・手洗い等の基本的な感染対策等を行うこと。

③出張等で外出する場合は､流行地域への移動を避ける、公共交通機関のラッシュの

時間帯を避けるなど、可能な限り人混みを避けて行動すること。

{参考1 ：

いて」 （

参考2

厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ、 「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法につ

https://wIw･mhIw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku00001.htm| ）

内閣感染症危機管理統括庁、 「事業者の皆さまへ」

httbs://wwWcaicm.go.jp/business/index.html（ ）
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イ）職場における感染対策の実行（職場の清掃・消毒・換気）

①職場における接触感染の防止のため､必要に応じ､次の方法等により､職場の清掃・

消毒を行う2． ．

a通常の清掃に加えて、特に机、 ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、

椅子、エレベーターの押しボタン、 トイレの流水レバー、便座等人がよく触れると

ころの拭き取り清掃を行う。

b職員の感染が判明し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該職員の机の

周辺や触れた場所などについて、消毒剤による拭き取り清掃を行う。

②新型インフルエンザ等の特性によっては､飛沫感染及び接触感染に加え、エアロゾ

ル感染に対応する必要がある場合が考えられる。エアロゾル感染への対策として､建

物の構造や室内温度､外気温に応じ可能な範囲で換気を行うことが望ましい(必要な

換気量が確保されているかを確認する方法としては、二酸化炭素濃度測定器(CO2セ

ンサー）の活用等がある｡)。効果的な換気のため、必要に応じ次の方法に留意して行

う。

a定期的な機械換気装置の確認やフィルタ清掃等が重要であることから、機械換

気が設置されていない場合には窓開け換気を行う。窓開け換気を行う際には、 2

方向の窓を開けると換気効果が大きい。換気方法については、夏の暑さ等外気条

件を考慮し室内環境に配慮して換気方法を選択する。

b感染を防ぐためには空気の流れにも配慮が必要である。十分な外気の取り入

れ・排気と併せ、空気の流れにより局所的に生じる空気のよどみを解消する。エ

アロゾルの発生が多いエリアから排気して、反対側から外気を取り入れると、浮

遊するエアロゾルを効果的に削減することが可能である。

c 目を覆う程度の高さより高いパーテイションや天井からのカーテンなどは、空

気の流れを阻害しないよう、空気の流れに対して平行に配置するように注意す

る。

※上記①および②の感染対策について、特に発生初期のような病原体の性状が判明し

ていない間は、いずれの対策も行うことが望ましい。

ウ）職員の健康状態の確認等

○各府省等は､欠勤した職員本人や同居者等の健康状態の確認(発熱の有無や発症者と

の接触可能性の確認）や欠勤理由の把握及び本人や同居者等が感染した疑いがある場

合には連絡するよう指導する。

エ）庁舎内で職員が発症した場合の対処

2感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、机、 ドアノブ、スイッチなどを触

れると、その場所にウイルスが付着する。ウイルスの種類や状態にもよるが、飛沫に含まれるウイル

スは、その場所である程度感染力を保ち続けると考えられるが、清掃・消毒を行うことにより、ウイ

ルスを含む飛沫を除去することができる。

‐12‐



①病原性等の状況に応じ、発症の疑いのある者を会議室等の別室に移動させ､他者と

の接触を防ぐ｡発症者が自力で別室に向かうことができない場合は､個人防護具を装

着した作業班が発症者にマスクを着けさせた上で援助する。

②通常､職員本人あるいはその家族からの連絡が想定されるが､職員本人から直接連

絡が困難な健康状態や、家族にすぐ連絡が取れない場合などは、各府省等は､都道府

県等が設置する相談センターに連絡し、発症した日付と現在の症状を伝え、今後の治

療方針(搬送先や搬送方法）について指示を受ける。地域の感染拡大の状況により、

入院の勧告から自宅療養､宿泊療養まで治療方針は変化する可能性があるため､発症

者を確認するたびに指示を受けることが望ましい。

なお、新型インフルエンザ等の流行初期には、全ての新型インフルエンザ等患者

（疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある

者を含む)は入院措置の対象となり、感染症指定医療機関等で治療を受ける。ただし、

流行初期以降の感染が拡大している時期には､患者の症状の程度から、入院の必要性

の有無を判断する場合もある。患者に入院治療の必要性が認められない場合は、自宅

療養や宿泊療養を行うことが考えられる。

I

(職員の同居者等が発症した場合の対処）

③職員本人だけでなく、同居者等の発症や職員の感染者との接触についても把握す

ることが望ましい。

④同居者等が発症した場合､職員自身が濃厚接触者と判断され､都道府県等から外出

自粛等を要請される可能性がある。各府省等は、国が提供する外出自粛等の期間の基

準等の情報を適宜入手する。

⑤また、特に保護者・介護者である職員については、こどもや被介護者が感染した場

合､その看病等の対応により、休暇の取得やテレワークの実施が必要になる可能性が

あることに配慮する。

（3）海外勤務する職員等への対応

○新型インフルエンザ等が発生した場合、各府省等は、海外勤務、海外出張する職員等及

びその家族への感染を予防するため、必要に応じて、以下の措置等を講ずる。

①発生国･地域に駐在する職員等及びその家族に対しては､外務省から発出される感

染症危険情報や現地の在外公館の情報等を踏まえ、現地における安全な滞在方法や

退避の可能性について検討する。

②発生国・地域への出張については、不要不急の場合、中止を検討する。また、感染

が世界的に拡大するにつれ、定期航空便等の運航停止により帰国が困難となる可能

性があること、感染しても現地で十分な医療を受けられなくなる可能性があること、

帰国した際に感染しているおそれがある場合には、医療機関や宿泊施設等に長期間

停留される可能性があること等に鑑み、発生国・地域以外への海外出張も中止・延期
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することも含めて検討する。

③海外からの出張者受け入れについては、水際対策により入国制限等の措置が講じ

られ、出張者の入国（海外へ一時帰国後の再入国を含む）に影響を与えることが想定

されることから、国から発信される最新の情報､要請等を参考にして具体的な対応方

針等を検討することが望ましい。

（参考）特定接種

○特定接種とは､特措法第28条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安

定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその緊急の必要があると認める

ときに、臨時に行われる予防接種をいう。

○新型インフルエンザ等の発生により対応が必要となる職務や、新型インフルエンザ等

の発生に関わりなく、行政による継続的な実施が強く求められる国民の緊急の生命保護

と秩序の維持を目的とする業務や国家の危機管理に関する職務等に従事する公務員につ

いては、特定接種の対象となり得る。

○ワクチンについては､副反応のおそれがあること、接種を行っても完全には感染を防ぐ

ことができないため接種後にも感染対策を講じなければならないこと、また､発生状況に

応じて、特定接種が行われない場合があることについて、本人に説明して同意を得ておく。
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第1編本計画の目的等

第1章本計画の目的

本計画は、首都直下地震その他の大規模地震（千代田区の最大震度6強以上の

地震をいう。以下同じ｡）をはじめとする業務の中断をもたらす可能性のある事象

（以下「原因事象」 という。ただし、 「新型インフルエンザ等対応業務継続計画」

を発動すべき場合を除く｡)の発生により､業務の実施に必要な人的･物的･情報

等の資源の供給減少や災害応急対策業務等の増加といった制約が生じた状況下に

おいて、最高裁判所として優先的に行うべき業務を定め、業務継続のための必要

な措置等を定めることにより、来庁者､職員等の生命身体を保護すること、庁舎、

設備等の保安管理を行うこと、優先的に行うべき業務を遂行すること、及びその

他の業務の早期再開を図ることを目的とする。

本計画は、想定される被害の下での行動指針を示すものに過ぎないことから、

実際に原因事象が発生した場合には、具体的な被災状況等を的確に把握し、状況

に応じて柔軟かつ適切に対処することが求められる。

第2章本計画の適用範囲

本計画は、最高裁判所（司法研修所及び裁判所職員総合研修所を除く。以下同

じ｡）を対象とする。ただし、事務総局経理局厚生課（以下「厚生課」 という｡）

については、第6編のみ適用する。

司法研修所及び裁判所職員総合研修所は、本計画とは別にそれぞれ業務継続計

画を策定するものとする。

第3章基本方針

本計画は、次の基本方針に基づき、原因事象発生時において、来庁者、職員等

の生命身体を保護し、庁舎､設備等の保安管理を行い、優先的に行うべき業務を
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遂行し、その他の業務の早期再開を図るものとする。

第1節業務の分類及び整理

1 優先的に行うべき業務

原因事象発生時においては、来庁者、職員等の生命身体を保護し、庁舎、

設備等の保安管理を行い、優先的に行うべき裁判事務等の業務を遂行するた

め、災害応急対策業務（以下「災害対策業務」という｡）を迅速かつ的確に行

う必要がある。

また、平常時において最高裁判所が行う裁判事務及び司法行政事務（以下

「通常業務」という｡）のうち、停止又は遅滞により国民の権利関係や生活等

へ重大な影響を及ぼすため、原因事象発生時の制約のある状況下においても

継続すべき業務（以下「継続業務」 という｡）を遂行する必要がある。

そこで、災害対策業務及び継続業務を、優先的に行うべき業務（以下「非

常時優先業務」という｡）とした上で､災害対策業務について時系列に沿って

整理するとともに、継続業務を特定する。

2優先的に再開すべき業務

継続業務以外の通常業務については、原因事象発生後、いったんは中断す

るものの、地域や庁舎等の復旧状況等を踏まえつ‘つ、停止又は遅滞による国

民の権利関係や生活等への影響の程度等を考慮して段階的に再開する。そこ

で、継続業務以外の通常業務について、いまだ制約のある状況下においても

優先的に再開すべき業務（以下「優先再開業務」という｡）と、それ以外の業

務に分類し、優先再開業務を特定する。

第2節原因事象発生時の体制

非常時優先業務を遂行するため、災害対策本部（以下「本部」という｡）を直

ちに設置する。

また、勤務時間外に原因事象が発生した場合にも非常時優先業務を遂行する
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ため、原因事象発生時に非常参集する者（以下「非常時参集要員」 という｡）を

定めるとともに､参集の時期､参集後の基本的な対応等の必要な事項を定める。

第3節平常時における準備、措置等

平常時から、庁舎等の被害防止措置の推進、物資の備蓄等の物的態勢を整え

るとともに、防災訓練、研修等の各種の教育や訓練を行い、職員の防災意識を

酒養して原因事象発生時における対応能力を向上させることにより、最高裁判

所の業務継続力の確保及び向上を実現する。

第2編大規模地震発生時の対応

第1章被害想定

第1節想定災害

想定災害は、最高裁判所が所在する千代田区に大きな被害を及ぼすと予想さ

れるマグニチュード7クラス以上の首都直下地震とする。

被害想定は､上記首都直下地震により、首都圏において大きな被害が発生し、

電気、水道、ガス、通信等の施設の被害による供給支障及び道路、鉄道等の被

害による交通機能支障が生じ、最高裁判所の業務継続に大きな影響が出ること

を前提とする。

第2節最高裁判所の被害想定

1 庁舎等

庁舎の状況や想定災害等に照らし、庁舎が使用できる場合のほか、火災の

発生や天井、壁の崩落等により庁舎が、一定期間使用できない場合も想定す

る。
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なお、最高裁判所庁舎は、耐震改修工事の完了に伴い震度6強から震度7

程度の地震の震動及び衝撃に対しては、倒壊し又は崩壊する危険性が低く、

同程度の地震後も構造体の補修をすることなく使用することができ、人命の

安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。

2 ライフライン

（1） 電気

復旧に1週間程度要するものと想定する。

（2） 水道

上水道の復旧に1週間程度、下水道の復旧に1か月程度要するものと想

定する。

（3） ガス

高圧ガス及び中圧ガスは継続的に供給されるが、低圧ガスは安全装置に

より供給が中断する可能性があり、その復旧には1か月程度要するものと

想定する。

3通信及びシステム

（1） 通信

ア電話

復旧に1週間程度要するものと想定する。

イ J ・NET(インターネット、メール等）

最高裁判所及びデータセンタに設置しているJ ・NETの基幹ネット

ワーク機器やサーバ等が損壊した場合は、修理や調達を要するため、復

旧に数か月以上を要するものと想定する。

（2） システム

最高裁判所及びデータセンタにサーバを置いて管理しているシステムに

ついては、同サーバが損壊した場合、修理や調達を要するため、復旧に数

か月以上を要するものと想定する。なお､これらのシステムは、 J ・NE

4



8

Tのネットワーク網を利用しているため、 J ・NETが復旧するまでの間

は利用できない。

第2章業務の分類及び整理

第1節非常時優先業務

最高裁判所が、大規模地震発生時において行うべき非常時優先業務を、次の

1及び2とする。

1 災害対策業務

大規模地震発生時において行うべき災害対策業務を、別紙1のとおりとす

る。

2継続業務

最高裁判所の通常業務のうち、継続業務を、①文書の受付に関する事務、

②刑事事件の勾留及び保釈に関する事務、③裁判事務の継続業務を行うため

に必要な司法行政事務（保管金業務、庁舎管理業務等） とする。

第2節優先再開業務

継続業務以外の通常業務のうち、優先再開業務を、①人身保護事件に関する

事務、②特に緊急を要する執行停止、特別抗告、再抗告等に関する事務（保全

事件やDV事件に関する特別抗告等)､③裁判事務の優先再開業務を行うために

必要な司法行政事務（保管金業務、庁舎管理業務等)、④特に緊急を要する司法

行政事務（要急の外部対応、給与事務等） とする。

第3章業務継続のための執行体制

第1節本部

5



1設置

大規模地震が発生した場合には、何らの決定等を要することなく、本部が

設置される｡

本部の組織は、別紙2のとおりとする。

2本部会の開催等

（1） 本部長は､必要に応じ､副本部長及び本部員(以下｢本部員等」という,｡）

をもって構成する本部会を開催し、その協議の結果を踏まえ、本計画に基

づく事務の処理に関する方針を定めるとともに、その方針を実施するため

に必要な指揮監督を行う。

（2） 本部会は原則として中会議室で開催するが、庁舎の安全性確認の結果等

を踏まえて、適切な場所で開催することができる。また、 ウェブ会議等や

持ち回りの方法により開催することもできる。

（3） 緊急を要するため本部会を開催するいとまがない場合その他本部会の開

催に支障がある場合は、本部長は、本部会の開催に代え、①副本部長両名

若しくはいずれか一方からの意見を聴取した上で、又は②単独で、上記(1)

の方針決定等を行うことができる。

3本部長の職務等

本部長は、本部の事務を統括するとともに、本部員等及び補佐機関の班員

の被害状況等に応じ、執務可能な職員をもって、本部及び補佐機関の構成員

を適宜変更できる。

第2節補佐機関

1 平常時における準備や本部設置前の対応等を行うとともに第1節の1に基

づき設置された本部の補佐機関の役割を果たすため、情報担当班、人的対応

班、物的対応班及び裁判対応班を編成する。

2職務及び組織
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補佐機関の行うべき災害対策業務は、別紙1のとおりとし、補佐機関の組

織は、最高裁判所長官が別に定める。ただし、補佐機関の班員以外の職員も

災害対策業務に協力するものとする。

第4章大規模地震発生時の対応

大規模地震が発生した場合、各職員は、何らの指示や決定を待つことなく、直

ちに以下の対応を取る。

第1節1節勤務時間内に大規模地震が発生した場合

1補佐機関による初動対応

大規模地震発生後、直ちに、物的対応班は、保安管理、初期消火等の初動

対応を行い、情報担当班及び物的対応班は、避難の判断等に必要な被害情報

を収集する。

2避難

2－①避難指示等がある場合（避難の判断等に必要な情報が収集でき、避難

指示等が出せる場合）

（1） 被害情報及び避難の要否の伝達

最高裁判所事務総局経理局長（以下「経理局長」 という｡）は、被害情報

及び避難の要否を職員に伝達する。伝達は、原則として庁内放送により行

うが、庁内放送が入らない法廷等は、裁判部の連絡職員が伝達する。

なお、庁内放送が利用できない場合は、内線電話を用いたり連絡職員が

伝達したりする。

（2）避難

職員は、避難指示に基づき、避難誘導担当者の指示のもと避難する。

ただし、事件に関する来庁者については対応している職員又は裁判対応

班が避難誘導し、その他の来庁者については対応している職員が避難誘導
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する。

避難場所は、特段の指示がない限り、正面広場とする。

2－②避難指示がない場合（避難の判断等に必要な情報が収集できず避難指

示等を出せない場合、又は避難指示等を伝達することができない場合）

職員は、避難指示がない場合であっても、被害状況（天井落下、大型備品

の転倒や移動等）を踏まえ、各自の判断により避難する。この場合、できる

限り、避難誘導担当者の指示のもと、まとまって避難する。

また、職員の避難状況を踏まえ、事件に関する来庁者については対応して

いる職員又は裁判対応班が避難誘導し、その他の来庁者については対応して

いる職員が避難誘導する。

避難場所は、特段の指示がない限り、正面広場とする。

3避難後の対応

（1）避難場所等における対応

人的対応班､物的対応班及び裁判対応班は､避難場所において､来庁者、

職員等の安否確認、負傷者の救護、被害状況の確認、物資の配賦準備等を

行い、物的対応班は庁舎の安全性確認を行って、それぞれ情報担当班に被

害情報等を伝達する。情報担当班は、上記被害情報等を本部に伝達する。

（2） 庁舎等の使用

ア庁舎の安全性確認等の結果、庁舎において非常時優先業務を行うこと

ができる場合、庁舎を使用して同業務を行う。

イ庁舎の安全性確認等の結果、庁舎において非常時優先業務を行うこと

ができない場合、他の裁判所の庁舎等を使用して同業務を行う。

なお、他の裁判所の庁舎等の使用を検討するに当たっては、以下の順

序で検討する。

（ｱ）東京高等裁判所の庁舎

（ｲ）東京地方・家庭裁判所立川支部等の東京都内の裁判所、司法研修所
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及び裁判所職員総合研修所のうち相当と考えられる庁舎

（ｳ）他の裁判所庁舎等

(3) その後の対応

ア非常時優先業務の担当者

（ｱ）情報担当班は、来庁者、職員等の安否情報、庁舎の被害情報等を本

部に伝達する。また、裁判対応班は、緊急に処理すべき裁判事務を把

握して本部に伝達する。

（ｲ）本部は、当面の事務の処理に関する方針を検討するとともに、災害

対策業務に関する必要な判断及び指示をする。

（ｳ）裁判対応班は、本部が検討した事務処理の方針を踏まえ、各裁判体

と連絡を取り、緊急に処理すべき裁判事務を行う。また、その他の非

常時優先業務の担当者は、 自主的に又は本部の指示に基づき、非常時

優先業務を行う。

イ非常時優先業務の担当者以外の職員

一斉帰宅による混乱等を防止するため、本部の指示に基づき庁内待機

又は帰宅する。職員は、帰宅する場合には、翌日以降の連絡先及び連絡

方法を安否確認担当者に伝える。情報担当班は、安否確認担当者を通じ

て、帰宅した職員に対し、連絡網等により、本部の指示を連絡する。

ウ来庁者等への対応

人的対応班及び物的対応班は、来庁者等に対し、適切な待機場所を提

供するとともに必要な物資等を配賦する。

第2節勤務時間外に大規模地震が発生した場合

勤務時間外(平日の勤務時間外並びに休日及び祝日をいう｡）に大規模地震が

発生した場合の対応は、次のとおりとする。

1 初動対応
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在庁の設備運転管理・保守委託会社従業員及び警備委託会社警備員（以下

「在庁業者」 という｡）は、初期消火等の初動対応を行う。

2避難

在庁の職員は､被害状況を踏まえ､各自の判断により避難する。この場合、

できる限り各部署でまとまって避難する｡経理局長等の指示がある場合には、

その指示に従って避難する。

避難場所は、特段の指示がない限り、正面広場とする。

3非常参集

大規模地震が発生したときの非常時参集要員を、次の(1)及び(2)とする。非

常時参集要員が参集できない場合には、その代理者が非常参集する。

（1）最優先の参集要員

庁舎等の被害確認及び安全性確認、地域や裁判所の被害情報の収集及び

伝達、外部機関への対応等の最優先で行うべき災害対策業務の担当者とし

て指定された情報担当班及び物的対応班の班員(以下｢最優先の参集要員」

という｡）は、夜間（日没後日の出前をいう。以下同じ｡）であっても、本

部の指示を待つことなく、直ちに最高裁判所に非常参集する。

（2）最優先の参集要員以外の非常時優先業務の担当者（ただし、勤務時間内

に大規模地震が発生した場合にのみ生じる業務の担当者を除く。以下、こ

の項において同じ｡）

ア本部長、副本部長及び本部員

本部長、副本部長及び本部員は、情報担当班が収集した情報等を踏ま

え、当面の事務の処理に関する方針等を決めるため、①夜間に大規模地

震が発生した場合は翌日の昼間（日の出後日没前をいう｡以下同じ｡）に、

②休日・祝日の昼間に大規模地震が発生した場合は速やかに、最高裁判

所に非常参集する。

イその他の非常時優先業務の担当者
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その他の非常時優先業務の担当者は、災害対策業務及び継続業務を行

うため、①夜間に大規模地震が発生した場合は翌日の昼間に、②休日・

祝日の昼間に大規模地震が発生した場合は速やかに、最高裁判所に非常

参集する。

ウ最優先の参集要員以外の非常時参集要員は、最高裁判所が使用できな

い場合には、本部長から指示された裁判所等に非常参集する。

（3） 非常参集免除事由

次のいずれかに該当する場合は、 (1)又は(2)の参集を免除する。

ア自己又は家族につき以下のいずれかの事情がある場合

（ｱ）死亡し､負傷し、又はその安否が不明の場合

（ｲ）危険が切迫している場合

イ他の業務で遠隔地に出張中の場合

ウ参集途中の火災等により参集が事実上不可能な場合若しくは生

命・身体に著しい危険が予想される場合、又は救命活動に参加する必要

が生じた場合

エテレワークのための通信環境が確保されており、かつ、テレワークに

より非常時優先業務を実施可能である場合

オその他前各号に掲げる事由に類する場合

（4） 非常時参集要員及びその代理者は、大規模地震発生後、直ちに、参集の

可否等について互いに連絡を取り合い、本部長に対し、連絡網等により、

参集の可否等（非常参集免除事由に該当する場合はその旨）を連絡する。

4避難（非常参集）後の対応

（1） 在庁業者及び在庁する補佐機関の班員は、職員等の安否確認、負傷者の

救護、被害状況の確認等を行い、在庁の又は非常参集した物的対応班は庁

舎の安全性確認を行って、それぞれ在庁の又は非常参集した情報担当班に

被害情報等を伝達する。上記情報担当班は、本部に上記被害情報等を伝達
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する。

(2) 庁舎の安全性確認等の結果、庁舎において非常時優先業務を行うことが

できる場合、庁舎を使用して同業務を行う。

(3) 庁舎の安全性確認等の結果、庁舎において非常時優先業務を行うことが

できない場合､本部長は､最優先の参集要員以外の非常時参集要員に対し、

連絡網等によりその旨連絡するとともに、本部から指示があるまで待機す

るよう指示する。

他の裁判所の庁舎等の使用について、第1節3(2)イのとおりの順序で検

討し、同裁判所の庁舎等を使用して非常時優先業務を行う。本部長は、最

優先の参集要員以外の非常時参集要員に対し、連絡網等により、同業務を

行う裁判所の庁舎等を連絡し、非常参集を指示する。

(4)在庁する非常時参集要員以外の職員は、非常時優先業務の遂行に協力す

るものとするが､その必要がない場合は､本部の指示があればそれに従い、

指示がなければ各自の判断により庁内待機又は帰宅する。帰宅する場合に

は、帰宅する旨並びに翌日以降の連絡先及び連絡方法を在庁の補佐機関の

班員若しくは非常参集した情報担当班に伝える。

5安否情報の伝達等

帰宅した職員及び在庁しない職員は、事態が落ち着いた段階で、安否確認

担当者に対し、連絡網等により、 自己及び家族等の安否情報、住居の被害情

報、出勤の可否、連絡先等を伝える。

情報担当班は、安否確認担当者を通じて、帰宅した職員及び在庁しない職

員に対し、本部の指示を、連絡網等により連絡する。

第5章本部の廃止

本部長は、ライフライン、通信及びシステム、交通施設の復旧状況等に加え、

政府の動向等の諸般の事情を踏まえ、通常体制への復帰が相当であると判断した
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ときは、その決定により、本部を廃止する。

第3編大規模地震以外の原因事象発生時の対応

1 最高裁判所長官は、千代田区に大規模地震以外の原因事象が発生した場合であ

って、第2編の第2章から第5章までに定める対応に準じた対応を取る必要があ

ると認める場合には、直ちに、本部を設置する。ただし、最高裁判所長官に差し

支えがあるときは、同事務総長、同事務次長又は同事務総局総務局長が、この順

序で同長官に代理して本部を設置する。

2本部長は、上記1に基づき本部が設置された場合、第2編の第2章から第5章

までに定める対応に準じて取るべき対応の方針を定める。

3職員は、上記2により定められた方針に基づき、第2編の第2章から第5章ま

でに定める対応に準じた対応を取る。

第4編平常時における準備、措置等

第1章人的態勢の整備等

第1節非常時優先業務の担当者及び代理者の指定

非常時優先業務について、次のとおり担当者及び代理者を指定する。担当者

及び代理者を指定するに当たっては、一定時間以内に参集することができると

見込まれる職員数を踏まえ、 1週間にわたり交代制で常駐するのに必要な人数

を勘案し、必要なローテーションを確保するものとする。

1補佐機関の各班長は、別紙1の災害対策業務について、担当者及び代理者

を指定する。

2各部署において、継続業務について、担当者及び代理者を指定する。
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第2節非常時参集要員名簿の作成

補佐機関の各班長は、非常時優先業務の担当者及び代理者に指定された者の

参集に要する時間を調査するとともに、その氏名、担当業務の内容、参集に要

する時間等を記載した名簿（以下「非常時参集要員名簿」 という｡）を作成し、

これに関する情報を適切に管理する。

第3節非常時優先業務の担当者及び代理者の準備

1非常時優先業務の担当者及び代理者に指定された者は、非常参集に備え、

事前に徒歩による登庁ルートを確認するなどの必要な準備を行う。

2非常時優先業務の担当者又は代理者に指定された者は、その所属する部署

における優先再開業務の担当職員との間で、優先再開業務の再開のための連

絡及び連携の態勢を確認するなどの必要な準備を行う。

第4節非常時優先業務の担当者又は代理者の異動

非常時優先業務の担当者又は代理者が異動した場合には、速やかに新たな担

当者又は代理者を指定する。この場合において、補佐機関の各班長は、新たに

非常時優先業務の担当者又は代理者に指定された者の参集に要する時間を速

やかに調査し、非常時参集要員名簿の必要な更新を行う。

第5節平常時の準備

補佐機関の各班長は、その担当する災害対策業務が円滑に実施されるよう、

必要な準備を行う。

各部署においては、その担当する継続業務及び優先再開業務が円滑に実施さ

れるよう、必要な準備を行う。
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第2章庁舎及び執務室の環境整備

第1節施設及び機器の整備の推進

非常時優先業務を実施するために必要となる施設及び機器の整備を推進する。

第2節被害防止の措置

庁舎及び執務室等について、天井落下防止、書棚等転倒防止、什器・備品の

集約化や固定化等の措置を進める。また、室内における物品の積上げを避ける

など、執務室の環境整備に努める。

第3節待機場所等の確保

非常時優先業務の担当者、庁内待機をする職員、帰宅困難者や避難住民等へ

の対応のために、想定される被災状況等を勘案しつつ、適切な待機場所、宿泊

場所等を確保する。

待機場所、宿泊場所については、女性が安心・安全に利用できるよう男女別

とするものとする。なお、待機場所、宿泊場所の検討に当たっては、女性職員

や障害がある職員が参画するものとする。

第3章ライフライン

第1節電気

商用電源の供給が停止した場合、 自動的に非常用自家発電機が起動する。

非常時優先業務の遂行のために、 1週間分程度の非常用電源の燃料を確保す

るとともに、必要な乾電池等の備蓄を確保する。

第2節水道
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受水槽には約100トンの水が貯水されているが、受水槽等が破損した場合

に備え、非常時参集要員の1週間分及び非常時参集要員以外の職員等の3日分

程度に相当するペットボトル飲料水の備蓄を確保する。

第3節ガス

ガスの供給が停止した場合、ほとんどの場所で空調設備が作動せず、代替す

る設備はないため、防寒のための毛布等の備蓄を確保する。また、給湯設備の

代替として、カセットコンロ等の備蓄を確保する。

第4章通信及びシステム

第1節通信

1 電話

断線等により1週間程度使用不能になる可能性もあるため、携帯電話メー

ル等による複線化を図り、非常時に備えた情報通信態勢を構築しておく。

2 J ・NET

最高裁判所及びデータセンタに設置しているJ・NETの基幹ネットワー

ク機器やサーバ等が損壊した場合は、可能な限り早期に修理や調達その他の

復旧作業を行う。ただし、復旧に数か月以上を要する場合があるため、 J ・

NET以外の方法でインターネットやメールを利用できる回線を確保し、冗

長化を図る。

第2節システム

最高裁判所及びデータセンタにサーバを置いて管理しているシステムについ

て、同サーバが損壊した場合には、可能な限り早期に修理や調達その他の復旧

作業を行う。ただし、復旧に数か月以上を要する場合があるため、システムを
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利用しなくても業務を継続できる方法について検討する。

また、サーバ内の重要なデータについては、バックアップ等の措置を講じて

おく。

第5章物資

第1節食料、飲料水その他の生活物資

ライフライン等が被害を受けることに加え、一斉帰宅による混乱等の防止の

ために職員に庁内待機を指示することや、帰宅困難者や避難住民への対応等を

考慮し、非常時参集要員の1週間分及び非常時参集要員以外の職員等の3日分

程度の生活物資を備蓄する。

物資の備蓄については、女性の視点や障害者等の多様なニーズを踏まえて適

切に行う必要があることから、その選定は、女性職員や障害がある職員の参画

により行うものとする。

第2節仮設トイレ等

下水道が被害を受けること等を考慮し、非常時参集要員の1週間分及び非常

時参集要員以外の職員等の3日分程度の簡易トイレを備蓄する。また、下水道

の利用支障が長期にわたる事態を想定し、仮設トイレを整備する。

簡易トイレや仮設トイレの設置・運用に当たっては、利用者の精神的負担を

軽減させるために、可能な限り男女別に利用できる環境を整備するとともに、

障害者等への配慮を行う。

第3節救助用資機材

職員や来庁者を救助すること等を想定し、バール、ジャッキ、担架等の救助

用資機材を備蓄する。
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第4節保管場所

物資は、来庁者、職員等への配賦の便や《庁舎に入ることができない場合が

生じうることを勘案し、適切な場所に保管する。

第6章外部への対応

関係機関等との間で､原因事象発生時における連絡を円滑に行うことができる

よう、連絡窓口の交換その他の連絡態勢を整備する。

また、報道機関に対し、原因事象発生時における最高裁判所の事務処理の方針

等を情報提供するため、連絡態勢を整備する。

第5編教育及び訓練

第1章教育

第1節全職員への周知

原因事象発生時において迅速かつ的確に本計画を実行できるよう、全職員に

対して本計画及びその概要を配布するなどして、全職員への周知を図る。

第2節研修等

原因事象発生時において迅速かつ的確に非常時優先業務を遂行できるよう、

非常時優先業務の担当者に対し、基礎知識を付与する教育や業務に関する研修

等を行う。

第3節職員の啓発

原因事象発生時に備え、個人用品として必要となるもの（長時間歩くための
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靴、体温調節が可能な衣服、持病の常備薬等）を各職員が準備しておくことを

推奨する。

また、一斉帰宅による混乱等を避けるため、職員に庁内待機を指示すること

を踏まえ、職員に対し、家族等との安否連絡に関する複数の手段（通話やメー

ルのほか、携帯電話災害用伝言板、災害用伝言ダイヤル171等）を周知し、

利用を促す。

第2章訓練

原因事象発生時における業務継続力の向上を図るため、全職員を対象とする防

災訓練を少なくとも年1回行う。

また、全職員を対象とする安否確認訓練や、非常時参集要員を対象とする非常

参集訓練、非常時優先業務の担当者を対象とする業務遂行に関する訓練、本部の

設置及び運営の訓練、発電機稼働訓練等を実施する。

幹部職員や管理職員は、 これらの訓練に積極的に参加する。

第6編和光市において原因事象が発生した場合の対応

第1章和光市における原因事象発生時の体制

第1節基本方針

最高裁判所和光庁舎が所在する埼玉県和光市において業務の中断をもたらす

可能性のある事象が発生し、裁判所職員総合研修所の首都直下地震等対応業務

継続計画（以下「総研業務継続計画」 という｡）が発動したときは、厚生課は同

計画に従う。

第2節平常時の業務の中止
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総研業務継続計画が発動したときは、平常時において厚生課が行う業務（以

下「厚生課業務」 という｡）は､いったん中止する。

第3節災害対策業務の実施

総研業務継続計画が発動したときは、厚生課所属の職員は、同計画に基づく

災害対策本部の指示に従い、同計画に定める災害対策業務を実施する。

第4節経理局長への報告

最高裁判所事務総局経理局厚生課長（以下「厚生課長」という｡）は、通信が

復旧した後、速やかに、経理局長に対し、所属の職員の安否情報、庁舎の被害

情報等を報告する。

第5節業務の段階的再開

1厚生課長は、通信が復旧した後、経理局長の指示に従い、厚生課業務を段

階的に再開する。

2厚生課長は、通信が復旧するまでの問においても、地域や庁舎等の復旧状

況等を踏まえ、予め定めた優先順位を前提に、再開可能な厚生課業務を段階

的に再開することができる。

第2章平常時における準備等

第1節平常時における準備、措置

厚生課長は、最高裁判所和光庁舎において、第4編第2章から第6章までに

定める準備等（ただし、報道機関にかかる連絡態勢の整備を除く｡）と同等の準

備等を、最高裁判所事務総局の関係局課及び裁判所職員総合研修所と連携して

行う。
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第2節職員への周知

厚生課長は、原因事象発生時において迅速かつ的確に本計画を実行できるよ

う、所属の職員に対して本計画及び総研業務継続計画を配布するなどして、職

員への周知を図る。

第3節訓練

厚生課長は、原因事象発生時における業務継続力の向上を図るため、所属の

職員を対象とする防災訓練、安否確認訓練等を、裁判所職員総合研修所と連携

して実施する。

第7編本計画の見直し等

1 情報担当班長は、 (1)各補佐機関や各部署における第4編の準備、措置の進捗状

況、 (2)第5編の教育及び訓練の実施状況及び結果、 (3)政府における想定される災

害や被害想定の見直し等の有無等について情報を集約した上、年に1回、本部の

構成員となるべき者（ただし、最高裁判所長官を除く。）が出席する会議（議長は

最高裁判所事務総長が務める。以下「本部メンバー会議」 という｡）において報告

するとともに、本計画の見直しその他本計画の円滑な実施のためにとるべき措置

に係る方針（以下「見直し等に係る方針」 という｡）の案を付議する。

2最高裁判所事務総長及び同首席調査官は、本部メンバー会議における審議の結

果を踏まえ、見直し等に係る方針を決定し、情報担当班長に指示する。

3情報担当班長は、上記2の指示を各補佐機関や各部署に伝達するとともに、上

記2の指示が的確に実施されるよう連絡調整を行う。
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(別紙1）

災害対策業務一覧表

発生直後の初動対応段階

発生直後から3時間程度

緊急対応段階

発生当日から1週間程度

業務再開に向けた段階

発生後1週間から数か月程度

情
報
担
当
班

情
報
収
集
・
伝
達

外
部
対
応

来庁者､職員等の安否情報

庁舎､設備(電気､通信､システム等)の被害状況

地域(交通機関､道路､通信網､ライフﾗｲﾝ等)の被害状況

二次災害の情報

他の裁判所の被害状況及び執務態勢

関係機関の被害状況及び執務態勢
リ ロ■ I■q■q■ロ■q■q■ロ■ I■4■q■q■I■q■q■U■■q■U■’■q■U■ I■q■U■ I■q■U■’■q■U■ I■q■U■ I■q■■I■q■q■■’■q■ロロppp－q■‐■■■口■‐毎。‐■口■‐‐■■ 。■■。■｡’■4■■■ロ■’■。■q■ロ■ I■q■マロ■■。■q■ロ■’■q

公的機関や自治体の活動に関する情報

来庁者､職員等への災害情報の発信

他の裁判所との連絡

……~…~..….……~.….…~1.~…………….~..~…….……………？…….…~……...…．関係機関への対応

報道機関への対応

一般の問合せ窓口の設置及び対応

裁判所の業務態勢､受付窓口等の広報

重要な司法行政上の意思決定に関する本部会の議事の記録の作成その他本部の庶務及び各班の連絡調整
申 ■

人
的
対
応
班

.______._蝋員蝿難譜__.__._..|､-..-..-...….….….-...閏……l…..….….……….….…...．
職員の安否確認

b 』■‐一画■■＝■■ Ⅱ■d■■■－1■q■一l■d■ーl■1■口口l■ロー■■甸一l■q■－1■凸－1■‐‐ロ■ 4■ー■■■ 。■｡p■ I■1■l■d■q■ロ■ I■。■■■1■。■I■q■q■I■。■ロ■1■q■I■d■I■4■q■｡

要救助者の救助､負傷者の救護等
D l■4■q■U■ I■q■I■l■q■q■U■l■q■■I■q■q■U■q■q■U■q■q■U■1■q■■I■q■■■I■q■＝I■q■q■I■1■q■U■ I■q■‐I■q■■■q■＝■■q■■1■＝I■ロ韓■●■ローローI■ロロ4

服務(庁内待機､帰宅、自宅待機等)に関する検討
D I■。■q■I■ I■q■I■ I■q■■I■l■q■q■I■4■q■I■1■q■U■1■q■U■l■q■■■l■。■q■I■q■q■I■q■q■I■l■q■U■ I■q■■■U■4■1■1■q■■■U■1■q■U■1■q■I■q■■I■q■U■4■q■I■q■U■1■■■ﾛ

帰宅困難者､避難者等の受入れ対応

物
的
対
応
班

火気等の安全措置､機械設備の一
時停止

初期消火活動､消防への通報

庁舎の保安及び警備
D I■q■q■ロ■ I■q■U■1■q■■I■1■q■q■I■1■q■I■q■■■U■1■q■＝I■q■q■I■q■■I■q■q■I■q■q■I■1■q■U■ I■q■■I■1■q■q■q■■■U■1■q■U■1■q■I■q■■I■q■I■q■q■I■q■q■1■ U■1

庁舎､設備(電気､通信､システム等)の被害確認､危険箇所の表示､撤去
B ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■＝■■＝■■ー■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■＝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■＝■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■＝■■ ■■■■■■■■■

庁舎の安全性確認．
p ■■ q■q■q■■■ ■■q■ I■q■‐‐動一一q■ I■ロロロ■ローI■ー画I■q■｡■ロー■ー‐I■ーq■q■■‐■■I■‐＝■再画q■ロヰー陣q■一句q■‐ローI■ーq■■q■‐‐‐専一q

司法行政に関する重要なデータの保全
D I■1■q■q■I■q■U■ I■4■q■■■I■q■q■U■ I■q■q■I■q■q■I■q■q■I■l■q■U■ I■q■U■l■。■I■ I■。■U■ I■4■q■I■。■q■■■l■4■ I■q■q■■I■q■q■I■q■ロ■1■q■I■4■q■I■q■I■q■q■I■‐ﾛ

来庁者
b l■‐口－1■‐‐‐4■‐ーU■‐一q■ 1■‐q■q■‐

､職員等の待機場所の確保及び提供

庁舎､設備の応急的修繕

物資の配賦､支援の要請

宿舎の被害確認､修繕、

庁舎､設備の修繕

物資の追加調達､支援の要請

仮宿舎の検討及び確保

裁
判
対
応
班

事件に関する来庁者の避難誘導
b I■4■。■■■I■q■ロ■ I■。■q■■■I■。■q■ロ■4■。■■■I■4■■■I■。■q■ロ■d■。■I■4■。■ロ■■■ 。■■ロ

事件関係者の安否確認
､ l■d■■■＝l■■■l■』■ローl■』■ロー■－ー■‐ー■q■ー‐画一一Ⅱ■‐＝■■ロー‐Q■一一I■一一口q■■■一■●I■｡■■ーI■q■ー■■ q■ー■ーI■q■ーI■ローI■ロー■■

裁判記録､証拠物、
b l■■■■‐■の■写｡‐■｡。■q■ l■1■‐l■q■q■l■｡‐画■口韓②ローロ

事件関係データ等の保全

’

蕊:謹雪壷密雲に二二二二二二二二二判体への連絡等

事件関係者との連絡､調整等

受付窓口、事件関係者の問合せ窓口の設置及び対応



(別紙2）

最高裁判所災害対策本部組織表

（注）

1 本部長に差し支えのあるときは、副本部長両名が共同で代理し（本部会の議長は、事

務総長が務める｡)、第2編第3章第1節2(3)に定める場合には、副本部長両名の協議に

より同(1)の方針決定等を行うことができる。

副本部長両名は、本部長の差し支えが解消した後、直ちに本部長に方針決定等の内容

について報告して本部長の承認を求めなければならない。

2副本部長のうち、事務総長に差し支えのあるときは、事務総局本部員がこの表に記載

の順序で代理し、首席調査官に差し支えのあるときは、裁判部本部員がこの表に記載の

順序で代理する。

3本部員に差し支えのあるときの代理については、長官が別に定める。

↑

本
部
長
等

○本部長：長官

○副本部長：事務総長、首席調査官

本
部
員

○事務総局本部員：事務次長、総務局長、人事局長、経理局長、民事局長（兼行政

局長)､刑事局長（兼最高裁判所図書館長)、家庭局長、秘書課長（兼広報課長)、

デジタル審議官、審議官、事務総局参事官

○裁判部本部員：上席調査官（民事、行政、刑事)、大法廷首席書記官、訟廷首席書

記官
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(配布資料2）
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